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要約 

 

 

○経済の停滞は長期化し、雇用情勢はますます深刻に。 

○金融危機は何とかクラッシュを回避しているが、綱渡りが続く。 

○成長戦略への転換も具体策には乏しく、緊縮への反発も増大。 

○貿易面では保護主義が台頭する反面、成長をもたらす日米との FTA への関心

が増大。 

○日 EUの FTA(EIA)交渉開始合意まであと一歩の状況だがﾌﾗﾝｽが依然後向き。 

  欧州委員会は、11月貿易理事会までの NTMでの「結果」が必要との考え。 

○中国との関係は産業界を含め距離感が増大。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
１． 政治、外交等の全般的動向 
 
（１）全般 

危機の深化が EU 内部の結束を固める一方、財政緊縮路線への反発が増大 

し、地方選挙を含む主要国での選挙などで、そうした選択が具体的な結果とな

って現れた。仏ではｵﾗﾝﾄﾞ政権が誕生し、緊縮財政と経済成長の両立に軸足を

置く姿勢を強調している。こうした流れを受けて、これまでの危機対応の要で

あった独仏の結束が従来よりも緩やかなものとなり、今後に向けた大きな不安

材料となった。 
一方、９月には、ECB の国債購入ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの発表、蘭の総選挙における緊縮

派の勝利、独憲法裁判所による EMS の合憲判断など、明るいﾆｭｰｽが続いたこ

とから市場は一時的に安定した。しかし、今後のｷﾞﾘｼｱの扱い、西の支援要請

のﾀｲﾐﾝｸﾞと内容、2013 年春の伊の選挙（ﾓﾝﾃｨ首相の交代）など、波乱要因は

多い。 
EU ﾚﾍﾞﾙで、過去にないような大胆な政策判断が行われているものの、その

後の実施に至るまでのﾌﾟﾛｾｽにおける合意形成には時間がかかるため、市場も

前向きなﾆｭｰｽについて過度な期待を抱かないように反応する傾向が出てきて

いる。 
内政への関心の集中から、外交面では大きな動きがなく、中国との２度の首

脳会談では大きな成果がなかった。 
なお、ﾌｧﾝﾛﾝﾊﾟｲ欧州理事会常任議長の再任が３月の欧州理事会で承認され、

ﾕｰﾛ圏首脳会議の常任議長も務めることとなった。 
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  10 月には、60 年以上にわたり平和や民主主義、人権の向上に貢献してきた

との理由でﾉｰﾍﾞﾙ平和賞を受賞することとなった。 
 
（２）拡大・一体化とほころび 

EU 成立後順調に続いてきた加盟国の拡大は一服。新たな加盟国となるｸﾛｱﾁ

ｱでは、2012 年３月に議会が EU 加盟条約の批准を承認し、2013 年７月に加

盟が実現する。ｱｲｽﾗﾝﾄﾞは交渉を開始している。６月の首脳会議では、ﾓﾝﾃﾈｸﾞ

ﾛとの加盟交渉開始で合意した。 
ｾﾙﾋﾞｱは３月に加盟候補国として正式に承認されたが、５月に実施された大

統領選挙では、加盟の条件であるｺｿﾎﾞの独立承認を拒否するﾆｺﾘｯﾁ氏が当選、

夏には中央銀行の独立性を脅かしかねない法律が成立したことを受け、同法を

撤回しない限り加盟交渉に深刻な影響が及ぶとの警告を欧州委員会が発する

など、加盟が遅れる可能性が高い。 
上記の拡大の動きは、いずれもｲﾝﾊﾟｸﾄは小さく、また、ﾄﾙｺの加盟も望み薄

であり、今後の大幅な拡大は難しい状況となっている。逆に、通貨危機を受け

て、ｷﾞﾘｼｱのﾕｰﾛ及び EU からの離脱を容認あるいは強く主張する声も増大して

きている。 
また、域内移動の自由に関しては、ｱﾌﾘｶからの移民の流入を受けて、2012

年６月の内相理事会で、出入国審査を加盟国が復活する場合のﾙｰﾙを緩和し、

EU の承認なしに長期にわたって国境審査を実施できることが合意された。議

会の承認を経て実施される。法制化の手続きが遅れていることから、10 月に

は、独仏ﾍﾞﾈﾙｸｽ墺の６ｶ国がﾊﾞﾙｶﾝ諸国からの渡航者へのﾋﾞｻﾞ規制の再導入を申

請した。 
加盟国内でも、一部の州などの独立の動きが増大している。10 月には、ﾍﾞ

ﾙｷﾞｰで北部独立派が躍進。また、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは独立を問う国民投票が 2014 年

に行われることが決まった。11 月にはｽﾍﾟｲﾝのｶﾀﾙｰﾆｬ州の独立を問う選挙が行

われる。 
  欧州危機に伴う結束の強化や、成長のための域内市場統合の強化の反面、

南北での違いは顕著になってきており、北の国が南の国をどこまで支え切れ

るかが今後の鍵を握るが、北の国においても経済に世界的な経済の減速の影

響から、成長に陰りが見え始めている点が懸念される。 
 
（３）その他 

ｲﾗﾝ制裁は、その後も次々と強化され、ｲﾗﾝも対抗措置として英仏への原油輸

出を停止したが、EU 側の制裁は強化され続けている。３月には SWIFT を通

じた決済情報の提供禁止に合意。原油取引への保険、再保険の引き受け禁止に
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ついては６月末までは EU 域外国への保険の提供が認められたものの、７月以

降禁止が実施された。10 月には、ｲﾗﾝの銀行との取引の禁止、ｲﾗﾝ産の天然ガ

スの禁輸措置の実施が合意された。 
2011 年８月以降、EU 域内の資産凍結、渡航禁止、原油の禁輸措置、石油

関連での EU 企業の新規投資、合弁による関連事業の遂行の禁止などが行われ

ているｼﾘｱについては、2012 年に入ってからも、電力ﾌﾟﾗﾝﾄ建設への参加禁止、

ｿﾌﾄ、通信機器・技術の新規輸出入の禁止、ｼﾘｱ中央銀行への制裁対象の拡大、

電子機器などの輸出禁止対象化など、累次にわたり制裁が強化されている。な

お、８月には、対ｼﾘｱ制裁に違反して子会社が不正輸出を行った疑いで、日本

たばこ産業に対して欧州委員会が調査を開始した。 
長年経済制裁の対象となってきたﾐｬﾝﾏｰについては、政府の民主化推進策を

評価し、４月には制裁の一部停止を正式に決定。企業や個人の資産凍結を１年

間の期限付きで停止した。９月には、６月に遡って GSP ｽﾃｰﾀｽを復活させる

提案を欧州委員会が行った。 
成長の源泉であり、EU として依存度が高まっている中国は、存在感を増し

ている。２月及び９月に首脳会議が開催されたが、２月には中国からの資金的

支援の合意を取り付けることができず、９月は、冒頭から中国側が厳しい姿勢

をとるなど、成果に乏しいものとなった。なお、９月の首脳会議では、中国が

今後も危機支援で役割を果たしていく考えを示した。 
 
 
２． 経済情勢／経済政策 
 
（１）概況 

2011 年第２四半期以降停滞し、失業率も引き続き最悪の水準。好調だっ

たﾄﾞｲﾂ経済にも陰りが見られ、経済の停滞が長期化する様相。５月に発表さ

れた予想では、2012 年はﾏｲﾅｽ成長、2013 年も低成長が続くとしている。 

   西欧の EU15 か国とｽｲｽ、ﾉﾙｳｪｰの 2011 年の倒産件数は 17.5 万件と 2010

年から 0.3%の微増。失職者は 150万人で 7.1%の増加となった。 

 
（２）経済ﾃﾞｰﾀ 

① GDP 
2011 年第四４半期以降、ﾏｲﾅｽ成長またはｾﾞﾛ成長が続いている。５月に発

表された予測では、2012 年の成長率はﾕｰﾛ圏で△0.3％、伊西は△1％超、ﾎﾟ

ﾙﾄｶﾞﾙは△3.3％、ｷﾞﾘｼｱは△4.7％と大幅に下方修正された。2013 年もﾕｰﾛ圏

で 1.0％、EU で 1.3％の予想となっている。 
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                                                     前期比（％） 

         2010  2011 四半期              2012       2012  2013 
         実績   実績   1-3  4-6  7-9 10-12  1-3  4-6 予想   予想 

実績 実績  
ＥＵ２７  2.0    1.5  0.8   0.2  0.2 △0.3   0.0 △0.1   0.0   1.3 
ユーロ圏   1.9    1.5  0.8   0.2  0.1 △0.3   0.1 △0.2 △0.3   1.0 
 

 ドイツ   3.７   3.0   1.3   0.3  0.6 △0.1   0.5   0.3   0.8   1.5 
 フランス  1.5    1.7   0.9   0.0  0.3   0.0   0.0   0.0   0.7   1.7 
 イタリア  1.8    0.4   0.1  0.3△0.2 △0.7 △0.8 △0.7 △1.4   0.4 
 スペイン △0.2    0.7   0.4   0.2  0.0 △0.5 △0.3 △0.4 △1.8 △0.3 
 ＵＫ     2.1    0.7   0.4 △0.1  0.6 △0.4 △0.3 △0.5   0.5   1.7 

 
② 景況感 

ﾕｰﾛ圏景況感は、2011 年 2 月（107.9）のﾋﾟｰｸから 12 月には 93.3 まで低

下し、2012 年 1-2 月に回復したものの、３月から再び悪化し、９月には 85.0
まで低下した。ﾄﾞｲﾂ企業の景況感は 2011 年 10 月をボトムに４月には 109.9
まで回復したが、５月以降低下が続き９月は 101.4 となった。 

消費者景況感指数は８月に△24.6 まで大幅に低下し、過去１年で最低の

水準となっている。 
            景況感指数（長期平均=100） 

3 月 9 月 12 月 3 月  4 月 5 月  6 月  7 月  8 月  9 月 
  ユーロ圏 107.3  95.0 93.3  94.5  92.8       89.9  87.9 86.1  85.0    

ﾄﾞｲﾂ企業 111.1 107.4 107.3 109.8 109.9 106.9 105.2 103.3 102.3 101.4 
 

③ 物価・雇用 
ｲﾝﾌﾚ率は、2011 年終盤から 2.5％前後で推移。生産者物価指数は６月以降

1％台となっていたが、原油高に伴うｴﾈﾙｷﾞｰ分野の急上昇で８月には 2.7％
となった。 

2010 年以降ほぼ 10％だった失業率は 2011 年８月から悪化し、2012 年３

月には 11％台に達し、悪化は止まらず６月から 11.4％となっている。 
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     2010 年 2011 年             2012 年 
           9 月 3 月 6 月 9 月 12 月  3 月  6 月 7 月 8 月 9 月  
 消費者物価指数  1.8  2.7  2.7  3.0  2.7    2.7 2.4  2.4  2.6  2.6 
   （前年同月比 ％：ユーロ圏） 
 生産者物価指数   4.3  6.8  5.9  5.8  4.3    3.5  1.8  1.6  2.7 
   （前年同月比 ％：ユーロ圏） 
  ユーロ圏失業率(%)10.0 9.9  10.0 10.2 10.6   11.0  11.4 11.4 11.4 

 
④ 鉱工業生産等 

鉱工業生産は、2012 年に入ってからは一進一退で、7-8 月は２月連続でプ

ラスとなった。建設業の受注は、2011 年 12 月に西の回復、独の好調で急伸

したが、その後はﾏｲﾅｽが続いている。 
 
                  2010 年 2011 年              2012 年 
          ９月  3 月  6 月  9 月 12 月  3 月  6 月 7 月  8 月 
 鉱工業生産指数  △0.7  0.1 △0.7 △2.0 △0.8 △0.1 △0.5  0.6  0.6 
   （前月比 ％:；ユーロ圏） 
  建設業生産高   △8.0 △5.1△11.0  1.0  10.7 △2.8 △2.6 △6.2△5.5 
   （前年同月比 ％：ユーロ圏） 
 
⑤  消費 

小売売上高は、ﾕｰﾛ圏ではﾏｲﾅｽが続いているが、EU 全体ではほぼ横ばい。

自動車は 2012 年に入って特に落ち込みが激しく、９月は２ｹﾀのﾏｲﾅｽとなっ

た。これまで好調だったﾄﾞｲﾂも８月にﾏｲﾅｽに転じ、９月は△10.9％。ﾌﾗﾝｽ

が△17.9%、ｲﾀﾘｱは△25.7％、ｽﾍﾟｲﾝは△36.8％と厳しさを増している。 
対前年増を続けているのは現代、起亜のみで増加幅は２ｹﾀ。ﾄﾖﾀ、VW、

ﾀﾞｲﾑﾗｰ、BMW が微減と健闘しているが、PSA は△13.5％、ﾙﾉｰは△16.3％、

GM が△19.9％、ﾌｨｱｯﾄは△17.1％と厳しい。 
 
     欧州の小売売上高・新車販売の変動率（対前年同期比 ％） 
       2010 年 2011 年       

 9 月  3 月 6 月  9 月 12 月 3 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
小売   ユーロ圏  1.3 △1.4 △0.8 △1.2 △1.7 △0.1△0.8△1.4△1.3 

ＥＵ２７  1.4 △1.2 △0.6 △0.7   0.1   1.0  0.2  0.0  0.0 
自動車 EU25 か国  △5.0 △8.1   0.7 △6.4 △7.0△2.8△7.8△8.9△10.8 
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⑥  貿易 
2011 年は通年で、輸出・輸入とも前年よりも 12-13％伸び、収支はほぼ

均衡。前年とほぼ同じ水準だった。中国への輸出が 21％、ロシアへの輸出

が 25％伸び、輸入では、ﾛｼｱからの輸入が 22％伸びた。 
2012 年 1-6 月期は、輸入がほぼ横ばいだったのに対し、輸出が前年比で

8％伸びた結果貿易収支がﾌﾟﾗｽに転じた。 
 
ユーロ圏の貿易収支の動向（主要国別）（2012 年 1-6 月） 
 
     ユーロ圏の輸出  ユーロ圏の輸入   収支 
     額  前年同期比 額 前年同期比  額 前年同期 
       10 億€   ％  10億€  ％    10億€  10億€ 

英国  113.9     + 7    84.2   + 2        29.7      23.7 
米国  110.8     +12     76.5    + 8        34.2     27.7 
中国   61.2     +10    104.1    △2     △ 42.9  △ 49.9  
ロシア   43.0     +17     72.9    + 2     △ 29.9   △ 34.5 
日本     21.5     +16     25.1    △7     △  3.6   △  8.3 
 
 計   921.5    + 8     895.3  + 2         26.2   △23.0 

  
⑦  投資 

2011年の対外直接投資は、約 3700億ﾕｰﾛとなり 2010年から２倍以上に拡

大。EUへの投資も 2256億ﾕｰﾛとなり 2010年から２倍以上に拡大した。とも

に米国が最大の相手国（６月）。日本へは 36億ﾕｰﾛ、日本からは 54億ﾕｰﾛ。 

 

⑧ 企業の動き 
経済状況の悪化に起因する大幅な人員削減や倒産が相次いでいる。特に 

競争力の乏しい製造業とりわけ自動車産業では、供給過剰の解消が急務とな

っている。人員削減では、 
ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ＝2014 年までに 3500 人（５月発表）、 
ﾉｷｱ＝2013 年末までに１万人（全従業員の２割）（６月発表）、 
ｴｰﾙﾌﾗﾝｽ KLM＝仏で 2013 年末までに約 10％5000 人以上（７月発表）、 
PSA ﾌﾟｼﾞｮｰ＝2014 年までに 8000 人（７月発表）、 
ﾄﾞｲﾂ銀行＝世界従業員の約２％1900 人（７月発表）、 
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ＝昨年発表の 4500 人に追加して 2200 人（９月発表）、 
ﾌｫｰﾄﾞ＝欧州で数百人の削減を計画（10 月発表） 
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などの数字の公表がさらなる不安をあおっている。 
また、中国企業の勢い、価格競争に押されて、４月には太陽光ﾊﾟﾈﾙの Q ｾ

ﾙｽﾞが会社更生手続きの適用を申請して倒産。６月にはﾓｼﾞｭｰﾙ子会社を中国

に売却した。ｴﾈﾙｷﾞｰ分野では、中国の長江実業が英国のガス供給会社 MGN
買収で合意した（７月）。 

 
合理化、ｺｽﾄ削減などを目的とした企業提携、買収も増えている。 

・ﾌﾟｼﾞｮｰと GM が車台共有化などでｺｽﾄを削減する包括的提携で合意（２月） 
・UPS が蘭 TNT ｴｸｽﾌﾟﾚｽ買収で合意（３月） 
・日本電産が伊産業用ﾓｰﾀ大手の ASI 買収で合意（４月） 
・ﾙﾉｰ日産連合が、ﾛｼｱ自動車最大手ｱﾌﾄﾜｽﾞ買収で合意（５月） 
・ｻｰﾌﾞが日中企業連合への売却で合意（６月） 
・BMW が燃料電池の共同開発などﾄﾖﾀとの提携を強化（６月） 
・VW がﾎﾟﾙｼｪを完全買収（８月） 
・蘭ﾊｲﾈｹﾝが APB（ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸﾌﾞﾘｭﾜｰｽﾞ）の株式買収で合意（８月） 
・防衛航空王手 EADS と英防衛大手 BAE ｼｽﾃﾑｽﾞが合併交渉を開始したが 

（９月）、独仏伊３カ国政府が新会社の株主構成で合意できず破談（10 月） 
・PSA が物流部門の株式の 75％をﾛｼｱ鉄道に売却の交渉（９月） 
・独ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟが自動車鋼板子会社を武漢鉄鋼に売却で合意（９月） 

 
（３）経済政策 
 

①  成長・雇用 
財政緊縮路線は、成長への大きな足かせとなることから、各国の選挙で 

も緊縮中心の対策への不満が強く表れるようになってきた。こうした流れを

受け、２月には、英伊首相など EU12 か国首脳は、EU 首脳に緊縮策よりも

成長促進に目をむけるべきとの書簡（EIA についても夏前の交渉開始を求め

ている）を発出。３月の首脳会議では成長志向型財政再建、成長と競争力の

促進などの優先課題が確認された。また、５月の非公式首脳会議では、成長

戦略に関し、政策動員、欧州投資銀行への増資、雇用創造の必要性、成長の

ｴﾝｼﾞﾝとしての国際貿易政策の活用を議論するとともに、ｷﾞﾘｼｱは財政再建策

を履行してﾕｰﾛ圏にとどまるべきとの考えで一致した。 
雇用については、欧州委員会が４月に、雇用促進に向けた具体策（雇用  

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）を示し、加盟国に雇用減税や企業支援の強化により雇用を促すよ

う加盟国に求めた。雇用拡大が期待される分野としては、環境、医療、情報

通信をあげ、技能向上への支援や職業安定所のﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑの拡充が国家雇用
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計画に盛り込まれることを求めている。 
６月の首脳会議では、「成長・雇用協定」が合意された。その主な内容は、 

・1200 億ﾕｰﾛの経済対策（EIB の融資能力拡大約 600 億ﾕｰﾛ、交通・ｴﾈﾙｷﾞ 

ｰ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｲﾝﾌﾗ分野で最大 45 億ﾕｰﾛの追加投資、構造基金の 550 億

ﾕｰﾛを成長促進的な投資に活用可能）、 
・域内市場統合の強化(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ単一市場の深化、2014 年までにｴﾈﾙｷﾞｰ市場を

完成。2012 年末までに進捗状況を確認)、 
・ﾊﾞｲの貿易関係の強化（星、加との交渉の年内終了、日本との貿易関係深

化の取組みの継続、米国との 2013 年交渉開始目標に向けた作業へのｺﾐｯﾄ） 
 

② 産業政策 
欧州経済の停滞の中で特に打撃を受けているのが自動車産業。2012 年に

入ってからも、域内の登録台数が対前年比 5-10％減の月が続き、余剰設備

は、少なくとも 20%になっている。欧州自動車ﾒｰｶは、この解決のための工

場閉鎖や人員削減を認めるよう働きかけ、欧州委員会は、３月にﾒｰｶの負担

増大につながる新たな規制の導入を見合わせる方向で検討を開始した。 
６月には欧州委員会が自動車産業の競争力強化のための政策として、

「CARS21」の報告書を発表。各国の政策に加え、EU としては環境対応車

普及のためのｲﾝﾌﾗ整備、EIB を通じた R&D 支援、関税・非関税の撤廃、

UNECE 基準の改革、高速充電の規格標準化、CO2 排出削減と競争力確保

を両立させるｽﾏｰﾄﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝの導入などを掲げた。 
   10 月には企業総局が産業政策に関するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文書を発表。新技術やｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝへの投資の円滑化、市場ｱｸｾｽ（域内市場・国際市場）、金融・資本市

場へのｱｸｾｽ、人材を４つの柱とし、特に６つの優先行動ﾗｲﾝ（先進製造技術、

主要 enabling 技術、ﾊﾞｲｵﾍﾞｰｽ製品、持続可能な産業政策・建設・原材料、

低公害車、ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ）でのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・投資に焦点を当てた。また EU 経

済の再工業化を目指す方針を打ち出し、2020 年までに製造業の GDP に占

める割合を 20％以上に引き上げる（現在 15.6％）との目標を掲げた。 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF 

 
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ関連では、企業の R&D が 2014 年までの３年間平均で 4％増加

するとの強気の見通しを欧州委員会が示しているが、現在の厳しい経済状況

の中で、その実現は疑わしい。政府の支出となる FP７の後継の研究開発ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ（HORIZON 2020 ７年間で予算総額 800 億€）については、ﾌｧﾝﾃﾞｨ

ﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの単純化が議論されている。９月には欧州の行政機関による革新的

なｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞのｺﾝﾃｽﾄの要綱が発表された。既存のｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞのうち優れたもの
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を表彰する。 
ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞの利用拡大については、2013 年末までの標準規格の策

定、EU 共通の認証制度の導入、標準契約条項を定めた約款の策定、公共部

門における IT 関連支出の 20％をｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽに充てる、などを柱とする新戦

略を９月末に発表した。 
成長のための原動力となるｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟについては、７月に企業総局が

枠組み条件の改善と支援措置を盛り込んだ行動計画についてﾊﾟﾌﾞｺﾒを開始

した。 
 

③ 調達 
GDP の約 17%を占める調達については、2011 年 12 月の指令案（手続き

の簡素化、迅速化と柔軟性など）に続き、３月には新制度の導入を欧州委員

会が提案した。EU 企業が海外の調達市場への進出が妨げられた場合、加盟

国からの要請または職権で当該国の企業を EU の政府調達から締め出せる

との内容。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149243.pdf 

EUが公共調達の分野で市場ｱｸｾｽを含む国際条約を締結している国の製品

／ｻｰﾋﾞｽ、後発途上国の製品／ｻｰﾋﾞｽ、5億ﾕｰﾛ以下の契約、代替供給手段が

ない場合などは対象外となる。 

制裁には 2種類の手続きがあり、一つは、ｵｰﾌﾟﾝでない国の企業からの個

別の調達（当該ﾃﾝﾀﾞｰの 50％超の場合）を加盟国が制限することを欧州委員

会が一定の場合に認めるもの。欧州委員会は加盟国からの申し出を受け、

実質的な相互性のない国であると決定した場合などには制限を認める。決

定は 2ヶ月以内（2ヶ月延長可）に行う。 

もう一つは、欧州委員会が加盟国や企業からの要請がある場合などに、 

自ら調査を行うもの。調査は 9月以内（3ヶ月延長可）に行い、第三国の市

場が制限的である場合は、その国と協議を開始する。15ヶ月以内に満足の

いく解決策が講じられない場合は、欧州調達市場へのその国からの製品／ｻ

ｰﾋﾞｽのｱｸｾｽを制限するか、義務的な価格 penaltyを科す（加盟国が受けた当

該国からの提案の価格を義務的に増加させる）。 

欧州理事会及び欧州議会での合意を得て、欧州委員会としては 2013年後

半に施行することを目指しているが、積極的にこの措置を導入したい仏に対

し、独などから反対がある。 

   なお、EUの調達の実態については、７月に仏ｼｱﾝｽﾎﾟのﾒｻﾘﾝ教授が発表し

た報告書によると、EUは域外からの調達の比率で見ると、日米などよりも

調達の開放度が小さいとされている。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149243.pdf
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④ 原材料 

３月に開催された原材料ｶﾝﾌｧﾚﾝｽでは、EU 経済の中国依存の高まり、原

材料価格高騰の一服を反映してか、産業界からも、原材料価格が高い方が資

源効率が高まり競争力も強化される、二国間での協議が必要、といった中国

寄りの発言が多く見られた。 
しかし、EUが全体としてﾚｱｱｰｽ問題への姿勢を弱めたわけではなく、日米

欧３極の間で政治ﾚﾍﾞﾙの参加を含む第二回の WS（３月末、東京）では、３

極での代替開発、省資源、ﾘｻｲｸﾙ、鉱山開発に関する強い意志と消費国が中

心となって協力していくべきとの認識が確認され、問題意識が共有された

（第三回は EUで開催）。５月末には、2010年に続いて、貿易総局がﾚｱｱｰｽ

に関し、二国間交渉や日米など他国との協議による成果を特に重視した報告

書を公表した。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/may/tradoc_149515.pdf 
６月には、中国の輸出規制に関し、日米とともに WTO にパネル設置を要

請した。（後述） 
また、独では、BDI の音頭で４月に「原材料企業連合」が設立された。主

に、自動車、化学、金属、重工業の企業から成り、独産業界にとっての原材

料の安定供給の確保を目指している。この設立の発表時に行われたｾﾐﾅｰには、

ﾒﾙｹﾙ首相だけでなく、ﾀﾔｰﾆ欧州委員も参加してﾘｻｲｸﾙの重要性を強調した。 
このように、原材料、ﾚｱｱｰｽについては、中国への圧力を加える一方で、

中国への依存を減らすためのﾘｻｲｸﾙなどに力を入れる方向で日米と協調した

対応をとっている。 
 

⑤ 単一市場法 
   欧州委員会は、2011 年４月に提案した単一市場法案（年内の欧州議会、

理事会での採択を目指す。中小企業の資金ｱｸｾｽや労働者の移動促進などに

力点。）に続き、９月に第二の法案を提案した。単一市場における十分に統

合されたﾈｯﾄﾜｰｸ（ｴﾈﾙｷﾞｰ、航空、輸送、鉄道など）を発展させること、越

境移動の促進（雇用、資金、起業家支援のための債務超過規則の近代化）、

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ経済化の視点（決済ｻｰﾋﾞｽの効率化、高速通信ｲﾝﾌﾗ整備、公共調達の

電子請求書化）、消費者信頼感の強化（一環した製品安全、銀行口座の改革）

が柱。具体的な措置のために必要な法案は 2013 年春までに提示される見込

み。 
 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/may/tradoc_149515.pdf
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⑥ ﾃﾞｰﾀ保護、ｾｷｭﾘﾃｨほか IT 関連 
2012 年１月に「個人ﾃﾞｰﾀ保護規則」案が公表された。この規則は、個人

ﾃﾞｰﾀの取扱いに関する市民の基本的権利及び自由を保護すること、EU 加盟

国間での個人ﾃﾞｰﾀの自由な流通の確保の２点を目的としている。具体的には、 
・域内規制の単一化・簡素化のため、指令を規則に変更すること、一国の  

承認があれば他国の当局からの承認は不要にすること、 
・個人ﾃﾞｰﾀ保護のため、個人の削除要求をﾃﾞｰﾀ管理者が第三者に通知する 

義務（忘れられる権利）、情報を取り扱う事業者によるﾃﾞｰﾀ漏えい時の通

知義務（24 時間以内）・社内制度構築義務などを設けること 
・第三国への移転（日本への人事・顧客ﾃﾞｰﾀの移転等を含む）に関する手  

続と義務 
・新たな制裁（100 万ﾕｰﾛまたは全世界売上の 2%の課徴金）の導入 
などを規定している。 
域外事業者にも一部効力が及ぶため、日本を含む外国企業への影響も大 

きいことが予想される。このため、欧州において関心を有する IT 業界は、

このルﾙｰﾙ化に関するﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞを効率的に行うため、ﾃﾞｰﾀ保護に関する産業

ｺｱﾘｼｮﾝ（ICDP 俗称 coalition group）を設立。JBCE がこのﾒﾝﾊﾞｰに加わ

り、JEITA と協力して活動している。Amecham EU、Tech America Europe、
Digital Europe などが参加。ICDP としても、また各団体でも条文修正案を

作成中。JEITA は条文ではなく主張を明確にした意見書を準備し、11 月に

欧州委員会に直接の働きかけも行う予定。 
しかし、既に米国との関係ではｾｰﾌﾊｰﾊﾞｰﾙｰﾙによって現状維持との方向で

内々当局間での話はついている模様であるため、日本が中心的に声を上げな

いと、日本企業のみが実質的な負担の増加に苦しむ結果になる懸念がある。 
今後欧州議会選挙（2014 年春）までに改正案を成立させることがｺﾞｰﾙの

可能性が高いため、各政党での議論も行われる 10-11 月がﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞ活動を行

うのには適切。 
これを含むｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ全般については、日米欧３極での業界間連携活動

を活発化しており、６月にはｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨと貿易に関する WG をﾌﾞﾗｯｾﾙで開

催し、JEITA と ITI、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾖｰﾛｯﾊﾟが共同ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄを発出した。 
また、日欧政府間では、2012 年４月に東京で意見交換を行ったほか、2012

年 11 月ににｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨに関する会合を行う予定。 
 

⑦ 消費者政策 
欧州委員会は、５月に今後数年の消費者政策を発表。財・ｻｰﾋﾞｽ・食品の

安全強化、消費者の知識の増進、法の執行の改善、社会や経済の変化への消
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費者の権利・政策の対応の４点がﾎﾟｲﾝﾄ。 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_en.pdf 

 
（４）予算・税 

４月に発表された 2013 年 EU 予算原案において、歳出は前年比 6.8%増

加して約 1400 億ﾕｰﾛとなった。これに対して、英仏などがｲﾝﾌﾚ率を上回る

予算増額に反発している。 
農業補助金と構造基金への支出のあり方や資金拠出ﾒｶﾆｽﾞﾑについて加盟

国の隔たりが大きいほか、欧州委員会は予算案の下方修正は容認できないと

しており、11 月に臨時首脳会議を開催して議論することとなった。 
 
 
３．金融・財政情勢と関連政策 
 
（１）全般 

経済状況の悪化を受け、金利は７月に史上最低の 0.75％に引き下げられ、

以降据え置かれている。経済の不振は、各国の財政状況を一段と悪化させる

原因となっており、支援対象国は、ｷﾞﾘｼｱ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ、ｷﾌﾟﾛｽ、ｽﾍﾟ

ｲﾝと順次拡大してきている。約束の実現を先伸ばししようとするｷﾞﾘｼｱにつ

いては、切り離しを主張する意見も強まりつつある。ｷﾞﾘｼｱの離脱は、直接

的な波及効果は大きくないと見込まれるものの、ｽﾍﾟｲﾝなどへの波及が致命

傷になるのではとの懸念もある。 
伊地方選、独地方選、仏大統領選、ｷﾞﾘｼｱ総選挙など緊縮策への反発が増

大し、「逆戻り」が懸念されたが、蘭内閣総辞職に伴う９月の選挙では、ﾙｯ

ﾃ首相が率いる与党が勝利し、反ﾕｰﾛへの転換に歯止めがかかった。また、

ECB による新たな国債購入ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの発表、独憲法裁判所における ESM の

合憲判断が９月に相次いであり、これらは安定化に向けた大きな前進となっ

た。 
また、2012 年６月までの半年で、主要 71 銀行が総額 2050 億ﾕｰﾛの資本

増強を実施し、銀行の状況は次第に改善しつつある。 
しかし、ｽﾍﾟｲﾝが依然として EU によるｺﾝﾄﾛｰﾙを嫌って支援要請を逡巡し

ていること、ｷﾞﾘｼｱをめぐるﾄﾛｲｶの判断の内容が依然として不透明であるこ

となど、不安材料はある。さらに、EU 経済の停滞の長期化、中国経済の鈍

化などが、各国の財政状況、雇用情勢をさらに悪化させる可能性があること

も大きな懸念材料である。 
 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_en.pdf
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   これまでの過程で以下の難しさが明確になってきた。 
・金利政策なき経済政策（財政政策しか手段がない）での経済運営の難しさ 
・財政再建、緊縮と景気減速、財政収入減少の負の連鎖 
・「成長」への関心のｼﾌﾄも有効な方策に乏しい。 
・ｺﾝｾﾝｻｽ形成のために時間がかかり、首脳で方向性の合意後、細則の決定に

時間を要する上、抜本的解決策を強いﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟで実現するのが難しい。 
・まじめで頑固なﾄﾞｲﾂなど北欧諸国と勤勉とは言えない南欧諸国の折り合え

るﾎﾟｲﾝﾄを見つけるのが難しい。 
 
（２）主な出来事と対応の経緯 
（2010 年） 
・５月 総額 7500 億€の欧州金融安定化ﾒｶﾆｽﾞﾑの枠組みに合意。 

     ・８月 欧州金融安定化基金（4400 億€）が始動。 
・12 月 安定化ﾒｶﾆｽﾞﾑの恒久制度化（一部条約改正）が合意。 

（2011 年） 
・３月 「ﾕｰﾛ協定」及び、信用不安国への金融支援の拡充、欧州金融安定基

金の融資枠引上げ（2500 億€→5000億€）に合意。 

・７月 伊西の信用不安を受けて欧州金融安定基金の機能強化、ｷﾞﾘｼｱへの追

加支援、危機状況以前での緊急融資の実施に合意。 

・10 月 銀行の中核的自己資本比率引上げ（2012 年６月までに９％に）、欧

州金融安定基金の融資枠の１兆€への引上げなどに合意 

 ・12月初 ECBが銀行に対する 1％での低利、無制限での融資実施を発表。 

・12月上旬 財政規律の強化に関する新協定策定に合意 

（2012年） 

 ・２月末 ECBによる２回目の低利融資実施＝中小銀行を含め約 800の銀行に

総額 5300億ﾕｰﾛが供給 

・３月初 財政規律の新条約に英ﾁｪｺ除く 25か国が署名。 

 ・３月末 ﾕｰﾛ圏財相が支援能力の 8000億ﾕｰﾛへの拡大で合意。ｷﾞﾘｼｱ、ｱｲﾙﾗﾝ

ﾄﾞ、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ以外に 5000億の融資枠を確保。 

・５月 仏希の選挙結果を受けた臨時首脳会議で、財政再建と成長・雇用の  

両立を議論。 

・５月 西のﾊﾞﾝｷｱが政府に追加支援を要請 

・６月 ﾄﾞｲﾂ野党が、憲法裁判所に ESMの合憲性判断を要請。 

 ・７月 西（銀行）、ｷﾌﾟﾛｽ（銀行及財政）が EUに支援要請。 

・７月 ECBは７か月振りに金利引下げ（0.25%引下げて 0.75%に）を決定。 

 ・９月 ECBドラキ総裁が懸念国国債の無制限の購入を表明。 
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 ・９月 独憲法裁判所が ECBについて合憲判断。 

 

（３） 主な対応のﾎﾟｲﾝﾄ 
 

① 独仏のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 
財政規律強化の新条約、ECB の低利融資などで 2012 年初以降市場は 

落ち着きを取り戻した。また、2011 年のﾕｰﾛ圏 17 か国の財政赤字が前年

から大きく改善しGDP比 4.1%（前年 6.2%）となる（ｷﾞﾁｼｱは 10.3→9.1%、

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞは 31.2%→13.1%、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙは 9.8%→4.2%。ｽﾍﾟｲﾝは 9.3%→8.5%）

といった改善も見られた。 
しかし、経済の停滞、仏希の選挙結果、西の銀行の破たんなど不安材  

料が次々と顕在化。特に仏でｻﾙｺｼﾞ大統領が敗れたことで、従来の独仏協

調が変質することが懸念された。ｵﾗﾝﾄﾞ政権は、少なくとも表面的にはﾒﾙｹ

ﾙ首相と協調しているが、実際には距離が感じられる。６月には、独仏に

西伊を入れた４者で決める形を作ることを提案。西伊のﾘｰﾀﾞｰを助ける一

方で、国内政治基盤が脆弱な独を助けるために独が意思決定の実質的な主

体であることは容認するなど、ｻﾙｺｼﾞ大統領とは異なる戦略的ｱﾌﾟﾛｰﾁを取

っている。独仏の距離が開くことは、今後の EU の意思決定への大きな足

かせとなる可能性がある。 
 

② 債務危機対策の枠組み 
銀行の危機への対応につき、欧州委員会は６月に新たな枠組みを提案。

銀行の経営危機に備えた基金の創設、各国の銀行による総預金額 1%相当の

積立、各国当局の経営介入権強化に向けた EU ﾙｰﾙの整備などを柱とした。

また、同月の欧州理事会では、銀行監督の一元化や成長戦略に加え、債務

危機対策では、ESMによる銀行への直接支援及び国債購入を可能にするこ

とで合意した（対策の総額は 1200億ﾕｰﾛ）。 

 
③ ECB の国債買取りﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

借入ｺｽﾄ低下のために ECB の介入を増大させるべきとの議論が増大し、

ESMへの銀行免許の付与による国債購入拡大、ECBによる債権購入ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑの２つの方法が議論された。後者については、逆に経済改革の遅れをも

たらすことも懸念されたが、西伊のｽﾌﾟﾚｯﾄﾞの上昇を受けて債務問題の解

決の遅れがﾕｰﾛ崩壊をもたらすﾘｽｸへの危機感が ECB でも増大。独連邦銀

行の反対を押し切る形で、支援対象国の１－３年物の国債を無制限に購入

する新たなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを９月に示した。ただし、購入の条件としては、当該
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国からの EU 及び IMF への支援要請と、EFSF による国債購入開始、財

政再建計画の実施を求めている。このﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、購入枠を制限しないも

のであったこともあり、市場には安心感が広がった。 
 

④ ESM 
発足が遅れた ESM は、10 月に発足した。融資能力は 5000 億ﾕｰﾛで、

資金規模を２兆ﾕｰﾛに拡大する案も伝えられているが、実際にはそうした

大幅な拡大は困難を極める。また、実際に救済基金をどのように使うかに

ついては、今後具体的な交渉が行われることから、実施までには長期間が

必要。また、救済の対象となる銀行は ESM が発足してから最初に危機に

陥った銀行であるというのが独蘭などの考えであるが、これは６月の欧州

理事会での合意を変更するものであるとの受け止め方も多く、この解釈を

めぐっても引き続き議論が行われる。 
 
（４） 主要懸念国別の状況 

① ｽﾍﾟｲﾝ 
2012 年初の欧州中央銀行の低利融資をふんだんに活用して銀行の体質

改善を図った伊と異なり、多くの銀行の不安が顕在化。経済は深刻で、ｷﾞ

ﾘｼｱのﾕｰﾛ離脱のような外的要因によって何が起きるか予断を許さない状

況にある。 
財政赤字については、2011 年の財政赤字が 8.9%と目標の 6%を大幅に

超過。EU からの制裁も懸念されたが、ｽﾍﾟｲﾝ政府は、2012 年の目標を当

初 4.4%から 5.8%に修正し、EU 財務相会合は、5.3%とすることを求める

ことで合意（３月）、2012 年予算では、財政赤字を 270 億ﾕｰﾛ削減するこ

ととなった（３月）。６月には欧州委員会が、2013 年となっているｽﾍﾟｲﾝ

の赤字是正の期限を１年先送りすることを容認する姿勢を示した。 
こうした動きへの市場の見方は厳しく、４月には S&P が国債を２段階

格下げ、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞは、ｽﾍﾟｲﾝ 16 銀行の長期格付けを５月に一斉に引下げた。 
その銀行では、国内四位のﾊﾞﾝｷｱが、５月には政府に 190 億ﾕｰﾛの追加 

支援を要請し、政府が増資を引受けて株式保有割合が 90%となった。銀行

監査により、これまで不透明だった不動産簿価があぶりだされ、第二、第

三のﾊﾞﾝｷｱが現れる懸念もあるとともに、地銀の体力の弱さが、十分な国

債購入者不在の状況を作り、国債消化が苦しい状況が続いている。 
ｽﾍﾟｲﾝの銀行は国内不動産に過剰な exposure があり、ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊が不良

債権を増大させるとともに、国内雇用を吸収してきた国内不動産業界の不

振が高失業率を招いている。個人破産が米国のように generous に扱われ
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ないことも消費を不振にさせ、負のｽﾊﾟｲﾗﾙが続いており、脱却の糸口がつ

かめない。 
こうした厳しい状況の下で自らの能力で銀行救済を続けることは不可

能と判断したｽﾍﾟｲﾝ政府は、金融機関への資本注入を実現しながらも、厳

しい条件を課されるような形での bailout は避けるため、銀行救済に限定

した部分的な支援措置を EU に対して要請し、７月に支援総額最大 1000
億ﾕｰﾛの支援措置が決定された。ESM の発足が遅れたこともあり、EFSF
を通じて、銀行再編基金経由で各銀行に支援が行われることになった。ｽﾍﾟ

ｲﾝの銀行への exposure は、ﾄﾞｲﾂが最大で 430 億ﾕｰﾛ、次いでﾌﾗﾝｽ 190 億

ﾕｰﾛ、英国 100 億ﾕｰﾛ。９月末に発表された銀行ｽﾄﾚｽﾃｽﾄによると、銀行の

資本不足の総額は 593 億ﾕｰﾛで６月の調査結果 620 億ﾕｰﾛを下回り、政府

は安堵している。しかし、銀行への 300 億ﾕｰﾛの救済措置は、10 月まで実

施されていない。 
６月末の首脳会議で EFSF と ESM が合意した重債務国の国債購入は、

ﾕｰﾛ圏の銀行監督の一元化が前提となるため、そのﾒｶﾆｽﾞﾑ作りの時間を考

えると、ｽﾍﾟｲﾝはこれをあてにできなかった。このため、ｽﾍﾟｲﾝ政府は、８

月に包括的な財政支援要請の検討を開始。ﾊﾞﾚﾝｼｱ州、ﾑﾙｼｱ州に次いで、ｶﾀ

ﾙｰﾆｬ州も８月末に中央政府に金融支援を要請することを決定するなど事

態はさらに深刻になる中で、ECB の国債購入ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの決定はｽﾍﾟｲﾝとし

ては朗報となった。しかし、ｽﾍﾟｲﾝ政府はなおも全面的な支援要請を逡巡。

９月末に新たな財政緊縮策（歳出の 8.9％減、増税など）を発表し、これ

をﾍﾞｰｽに、西政府と ECB の交渉が行われる。なお、ｽﾍﾟｲﾝの負債の GDP
比は、2016 年末時点で 90.7％-110％と試算されている。 
 景気後退による財政再建の難航を見込んで、S&P は、10 月にｽﾍﾟｲﾝ国債

の格付けを２段階引き下げ、投資適格級で最低の BBB-とした。 
  
② ｷﾞﾘｼｱ 

2010 年５月以降 1100 億€の緊急融資が行われた。ｷﾞﾘｼｱ政府は 2011 年

４月に追加財政再建策（2015 年までに財政赤字を GDP 比 1%に）を発表

したがさらなる支援が必要となり、厳しい条件を課そうとする独などとの

協議の末、2011 年６－７月の首脳会議で条件付き二次支援に合意。しか

し、その後の経済の減速などでﾃﾞﾌｫﾙﾄ危機が迫り、同年 10 月の首脳会議

で 50%の借金棒引きを含む２次支援に合意。ｷﾞﾘｼｱ国内ではその条件への否

定的な評価が多数を占め、首相の辞任と引換えの形で、暫定的な大連立政

権を樹立して、支援策の受諾が確実となった。その後、棒引きﾒｶﾆｽﾞﾑをめ

ぐる政府と銀行の協議は難航し、３月ﾃﾞﾌｫﾙﾄ懸念も浮上したが、2 月にﾕｰ
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ﾛ圏財務相会合は、1300 億ﾕｰﾛの２次支援に合意した。ｷﾞﾘｼｱ政府は、２月

に国債の債務削減策に民間債権者に削減を強制する措置を盛り込み、民間

投資家の約 86%分の債権者が債務削減に応じ、２次支援の前提条件が成立

して（３月）、ﾃﾞﾌｫﾙﾄの危機をひとまず脱した。 
５月には債務削減が完了（３分の１程度圧縮）し、S&P も格付けを引

上げた。 
しかし、５月の総選挙後の連立協議は不調に終わり、再選挙はﾕｰﾛ離脱

の可否を問うものとなったことから、EU は、５月末に臨時首脳会議を開

催して、「財政再建策を予定通り進めることを前提にｷﾞﾘｼｱのﾕｰﾛ残留を求

める」ことで合意。６月に実施された議会の再選挙では、財政緊縮派が過

半数となり、第一党の新民主主義党のｻﾏﾗｽ党首が首相となった。ｻﾏﾗｽ首相

は議会での演説で、EU との再交渉においては、財政規律の上限である

GDP 比 3%の達成時期を 2014 年から 2016 年に後ろ倒しすることに絞っ

て交渉することを明言した。８月末の独仏首脳との交渉では厳しい姿勢が

示された。９月末には 2013-14 年での歳出削減（115 億ﾕｰﾛ）及び税制改

正による歳入拡大（20 億ﾕｰﾛ）を内容とする財政緊縮策に連立与党が合意

した。この合意に基づき 10 月に提出された 2013 年予算では、年金支給、

公務員給与の削減などにより、2002 年以来 11 年ぶりにﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽを達

成することになっている。 
経済は大幅な停滞（９四半期連続のマイナス）を続けており、失業率  

は 23％、若年で 55％に達している。８月 ECB への償還は、実質的に ECB
が新規債を引き受ける形で賄われるという綱渡り状況が続いている。 
ｷﾞﾘｼｱのﾕｰﾛ圏残留をめぐっては、期限どおりの履行なくしては支援を 

受けられないことを他の対象国にも警告する意味があるとして、独におい

ては早期脱退を求める声も強い。直接的な exposure は小さいので波及は

限定的との楽観的な見方もあるが、より深刻な危機の引き金を引くことへ

の懸念も強い。 

ﾄﾛｲｶによる報告書の提出は 11 月にずれ込む見込み。 
 

③ ｲﾀﾘｱ 
2011 年 11 月初に IMF の監視下に入ることを決定し、ﾓﾝﾃｨ新首相の下

で着々と改革を実施。ECB の低利融資を最大限活用して銀行の体力回復

を図ってきている。しかし、景気後退のため、４月には、2013 年の財政

均衡達成を断念し、１年先送りして 2014 年達成を目標とすることにした。 
ﾓﾝﾃｨ政権は、６月に財政再建計画と景気刺激策を盛り込んだ経済対策 

法案を閣議決定。政府系企業など国有資産の売却や人員削減による赤字削
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減を進める一方、景気対策の柱として、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率改善を目的とした改築

の奨励制度、技能労働者雇用への奨励金などが盛り込まれた。 
市場の評価は厳しく、７月にﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞが長期信用格付けを２段階引下 

げ、あと２段階で投資不適格になる。 
また、ﾓﾝﾃｨの改革への評価は高いが、欧州経済の停滞が 2014 年までの

赤字削減目標の実現を難しくする可能性が高い。大きなｳｪｲﾄを占める自動

車業界特に FIAT の不振と米国へのｼﾌﾄが国内雇用に不安をもたらすとと

もに、西ほどではないが厳しい状況にある銀行の貸し出し縮小が企業活動

を圧迫している。さらに、政治改革が進まず、2013 年 3-4 月のﾓﾝﾃｨ首相

の任期後の選挙で旧態依然の政権に戻ることへの懸念が台頭してきてい

る。 
  

④ ﾊﾝｶﾞﾘｰ 
2011 年 11 月に EU 及び IMF に支援要請を行ったﾊﾝｶﾞﾘｰは、事前協議

を開始したが、欧州理事会は１月に「有効な財政赤字是正措置が講じられ

ていない」と結論付け、欧州委員会が制裁を勧告。これを受けて財務理事

会は、2013 年１月から補助金の一部を凍結する方針を決定した。GDP の

0.5%に相当するこの措置に対し、ﾊﾝｶﾞﾘｰ国債を多く保有する独、墺が即時

発動に難色を示したため、３月に３か月間の猶予期間が与えられた。 
ﾊﾝｶﾞﾘｰ政府は、３月には司法制度関連の法律の修正案を欧州委員会に 

示し、4 月にはｵﾙﾊﾞﾝ首相がﾊﾞﾛｰｿﾞ委員長に中銀の独立性確保を約束したこ

とから、ﾊﾝｶﾞﾘｰとの金融支援に向けた協議が再開され、６月には欧州委員

会が財政赤字削減に向けてﾊﾝｶﾞﾘｰ政府が示した対策を有効と認めたため、

制裁発動は回避された。 
 

⑤ その他 
2011 年１月から支援を受けているｱｲﾙﾗﾝﾄﾞでは、改革が進み、2012 年

７月初に短期国債の入札に初めて成功。欧州委員会、IMF、ECB が 7 月

に発表した財政再建に関する最新の報告書でも、財政赤字の削減が順調に

進んでいると評価され、2012 年の赤字の GDP 比 8.6％の目標の達成は確

実とされた。 
2011 年４月に支援要請を行ったﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙでは、景気低迷による税収の減

少で 2012 年度の財政赤字削減目標の達成が困難になったため、９月に追

加の緊縮策として、労総者が負担する社会保険料の引き上げを柱とする追

加再建策を発表した。しかし、労働組合などの大規模なデモを受けて、政

府は社会保険料の引き上げを撤回し、他の措置での税収拡大を図ることと
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した。EU 及び IMF は、景気悪化が予想以上に深刻なことを踏まえ、ﾎﾟﾙ

ﾄｶﾞﾙの 2012、13 年の財政赤字達成義務を 4.5%、3%から 5%、4.5%に緩

和する旨９月に発表した。10 月には、2013 年９月に償還を迎える国債 100
億ﾕｰﾛのうち 37 億ﾕｰﾛの借り換えに成功した。 

ｷﾌﾟﾛｽは、2012 年３月に支援を要請した。 
 
（５） 金融機関・金融活動関連のﾙｰﾙ 

 
①  自己資本比率 

財務理事会は 5 月、金融危機の再発防止に向けたバーゼルⅢに基づく 

新たな規則案で合意。コアﾃｨｱ１比率を現在の 2%から 2015 年までに 4.5%、

2019 年には 7%まで引き上げることとし、各国当局がそれぞれの権限で自

国銀行に最大 3%の上積みを課すことができることとした。 
 
② 金融活動への規制強化 

８月に伊西の証券当局が投機的な空売り規制を一時的に（３か月間） 

導入した。２月に規制を中止して以来の措置となった。 

ﾉﾝﾊﾞﾝｸ系金融機関などによるｼｬﾄﾞｰﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ（銀行以外の金融業態の総

称）については、欧州委員会が３月に一部取引に関する担保要件の強化や

資本規制の適用などを内容とする規制強化案を提示した。 

格付け会社規制については、輪番制の期間を原案の３年から５年に延 

長し、規制対象も一部の金融商品に限定するなど大幅緩和の修正案が６月

に欧州議会経済金融委員会で承認された。 
同委員会は、９月には、機械的な取引による市場の混乱を防ぐための 

金融商品市場指令の改正案を全会一致で承認した。この中には欧州委員会

が提案していた「ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ取引」という新たなｶﾃｺﾞﾘｰを規制対象にするこ

とが含まれており、すべての取引は発注から少なくとも 0.5 秒経過するま

ではｷｬﾝｾﾙ・変更できないとされた。 
2010 年に欧州委員会が規制案を発表していたﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞの店頭取引に

ついては、中央清算機関での清算、報告義務などを課す規制強化法案が３

月末に欧州議会で可決された。 
また、７月には、LIBORの不正操作問題を受け、欧州委員会は罰則強化

などの規制強化案を発表。欧州議会の経済金融問題委員会は 10月にこれ

を承認した。2013年１月の本会議で採決され、2014年１月までに施行す

ることが目指されている。 
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③ 金融取引税 
ﾌﾗﾝｽが提唱する金融取引税については、３月の財務相理事会では、賛 

否両派の議論が平行線。賛成は仏独伊西墺白葡希ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの９か国。５月

の欧州議会で早期成立を促す決議案が採択された。税制に関する政策決定

は全会一致が必要であり、英国が強く反発していることから、決議では

2015 年の導入を提唱しつつ、一部の国だけでの先行導入にも言及した。 
６月の欧州理事会でも議論され、数か国が 2012 年中の採択を視野に先

行実施の手続を求めた。10 月の財務理事会では、独仏など 11 カ国が導入

を目指す意向を示した。11 カ国中ｴｽﾄﾆｱを除く 10 カ国が文書で欧州委員

会に対して制度への参加を通告したことから、欧州委員会は 10 月にこれ

ら 10 カ国が導入手続きを進めることを承認した。欧州委員会がまとめる

具体案に基づいて調整を進め、2012 年中に合意することを目標となる。 
 
（６） 今後 

① 全般 
ECB の国債購入ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ESM の設立などのﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな動きで、全般

的に若干落ち着きつつある。財政緊縮一辺倒から成長重視路線へのｼﾌﾄも

明確になってきた。また、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ、ｷﾞﾘｼｱのような削減義務の緩和を認め

る方向での現実的な対応が安心感を広げている。しかし、成長戦略は各国

の施策によらざるを得ず決定打は見つけにくい上即効性がないこと、財政

規律目標は多少後ろ倒ししても経済の停滞の中では重荷になること、高失

業にあえぐ各国の国民のそれへの不満がますます増大していること、欧州

経済の下振れによる財政緊縮の遅れが市場からﾈｶﾞﾃｨﾌﾞに評価されること、

これまで欧州経済をけん引してきた独も中国をはじめとする世界の他の

国の経済の不振から経済の先行きに陰りが見え始めていることなど不安

要素も増大している。 
ｷﾞﾘｼｱが離脱するのか、ｽﾍﾟｲﾝの支援要請が国内改革を伴う形でｽﾑｰｽﾞに

行われるのか、ｲﾀﾘｱの政治状況がどうなるか、南の国々の国内での反緊縮

の声をﾏﾈｰｼﾞできるか、独自体が支援継続を放棄して逆にﾕｰﾛを離脱するよ

うな議論にならないか、など今後も綱渡りでの運営が続かざるを得ない。

従来のような独仏の完全な結束が薄れﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟが弱まる中、大きな波乱

が起きる可能性も否定できない。 
 

② 独仏関係 
雇用状況の違いから、独とそれ以外の国の立場の違いが顕著になって 

きている。南欧諸国の状況を前に、銀行への資本注入により事態の打開を
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積極的に進めようとする仏に対し、経済の状況のよいﾄﾞｲﾂは、ESM や

EFSF が銀行に直接資本注入することによる規律の低下を懸念。むしろｷﾞ

ﾘｼｱのﾕｰﾛ離脱を歓迎する意見が増大している。 
ｵﾗﾝﾄﾞ政権の成立以降、独仏関係の全般的な悪化は顕著で、両者は現時

点ではさらに距離を広げつつある状況。より緊密な連携の必要性に両者が

気づいて方向転換するまでに１年以上要する可能性が高く、修復が始まっ

て元の状態に戻るまでにも同様の期間がかかるのではないかとの見方も

強い。これに伴う EU 全体におけるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの弱体化は、事態が深刻に

なった際の大きな懸念材料となる。 
 

③ ｷﾞﾘｼｱの離脱と波及効果 
    ｷﾞﾘｼｱの財政赤字は従来想定されていた 115 億ﾕｰﾛを大きく上回る 200

億ﾕｰﾛに達していることが９月には明確になり、ﾄﾛｲｶは厳しい事情は理解

しつつも、これ以上の寛大な措置は想定していない。したがって、さら

なる債権放棄が必要になる。 
ﾕｰﾛ圏の銀行のｷﾞﾘｼｱ債権への exposure は十分減少しており、ｷﾞﾘｼｱの 

ﾕｰﾛ離脱は銀行のﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄには直接大きく影響しない。しかし、離脱を認

める、促すことになると、単一通貨としてのﾕｰﾛへの信認は心理的に著し

く毀損し、葡、西、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞなどにも影響が及ぶ可能性がある。独におい

ては、「これ以上甘やかしても意味がなく、支援を打ち切るべき。」と離脱

を望む声も増大しており、予断を許さない。 
 離脱の場合の影響について、ｷﾞﾘｼｱ国内では、GDP22％減、standard of 
living55％減、失業率は 34％に上昇、新通貨は 65％の減価、32％のｲﾝﾌﾚ

などのｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらすとの試算を５月に国立銀行が発表している。 
また、離脱の場合、ｷﾞﾘｼｱ中央銀行が直ちにﾃﾞﾌｫﾙﾄすることになるがそ

の与信総額は 1080 億ﾕｰﾛであり、この影響は直ちに伊西に波及する。両国

の欧州決済ｼｽﾃﾑ（TARGET2）へのﾈｯﾄ借入れはそれぞれ 2890 億ﾕｰﾛ、4340
億ﾕｰﾛであり、独がﾈｯﾄ 7510 億ﾕｰﾛの貸付けとなっている。 

 
④ 銀行同盟 

各国の債務危機を救うための大きなﾎﾟｲﾝﾄとなるのは銀行同盟。西伊は、

銀行の破たんは国の支援を必要とする結果、国の負債が増大するとの負の

連鎖を招くため、それから脱却すべく、銀行と国の負債の分離を求めてい

る。その前提となる銀行同盟の実現に向け、第一段階としての銀行監督一

元化について９月に欧州委員会が法案を示した。ﾕｰﾛ圏の 6000 行すべてを

対象としている。 
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この案に対して独は、自国の中小金融機関を対象から外したいことか 

ら、各国の監督機関の権限を維持し ECB の権限を過度に拡大しないよう

にすることを主張しており、今後、この例外の設定が大きな論点となる。 
また、ﾕｰﾛ圏の銀行を対象とする法案でありながら、EU27 カ国の全会

一致が必要であるため、銀行同盟自体にはﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなｽﾀﾝｽを取りつつある

英も UK ﾍﾞｰｽの金融機関への監督権限を手放すことには消極的で、個別の

論点で多くの反対が出る可能性も高い。 
10 月の欧州理事会では、これらの妥協の産物として、銀行監督一元化

のための法的な枠組みを整備する作業を 2012 年中に完了し、2013 年中に

運用を開始することで合意した。 
銀行同盟の実現に向けては、第二段階としての銀行の破たん処理のた 

めの共同基金の設置、第三段階としての預金保険制度の統一が必要である。

しかし、統一預金保険基金については、問題国の借り入れｺｽﾄの減少、他

国のｺｽﾄの増大につながるとして独などが慎重。なお時間がかかる可能性

が高い。銀行同盟が完成すれば、ﾕｰﾛ債に向けた一歩前進ともなる。 
また、ESM の救済の対象が、ESM 発足後に破たんした銀行に限定さ 

れるのか、発足前の破たん行も対象となるのかの議論も引き続き波乱要因

となる。 
 
⑤ ｽﾍﾟｲﾝ 

銀行部門の破たんが明確なｽﾍﾟｲﾝは、銀行部門への支援を要請し、300
億ﾕｰﾛの支援が認められたが、主要な州からの国への支援要請などもあり、

本格的な bailout が必要であることは誰の目にも明らかになっている。し

かし、厳しい制約条件を課されることを嫌気して、ｽﾍﾟｲﾝ政府は本格的な

支援要請を逡巡している。仏伊などの他の諸国は、西の救済要請が遅れる

ことでﾘｽｸへの exposure が減らないことを懸念している。 
ECB の発表で借り入れｺｽﾄは 6.8％から 5.7％に下がったが、国民的な不

満は nationalist 政党への支持増大につながっている。若年失業率は 50％
を超えて民衆の将来への不安と不満は限界に達しつつあり、また、Catalan
州の独立に向けた国民投票の実施による政治的不安も増大している。 
９月に発表された銀行の資本不足総額は 593 億ﾕｰﾛだが、Moody’s はこ

れを否定し、700～1000 億ﾕｰﾛと試算している。また、2013 年の GDP に

ついては、西政府が△0.5％と予想しているのに対し、多くのｱﾅﾘｽﾄは△

1.5％と予想しており、財政赤字の対 GDP 目標の 4.5％の達成は難しくな

ってきている。S&P による格下げもこれが一因である。 
自律回復がますます困難になる中、いつ、どのような条件でｽﾍﾟｲﾝが支
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援要請を行うことになるのかが注目される。 
 

⑥ その他 
2012 年夏以降、中国経済の成長率が鈍化してきていることは、EU にと

っても深刻な影響をもたらす。特にこれまで EU 経済を唯一引っ張ってき

たﾄﾞｲﾂ経済は、中国への輸出、中国での企業活動に大きく依存しているた

め、ｲﾝﾊﾟｸﾄは大きい。ﾄﾞｲﾂの失速が EU 経済全体のさらなる不振をもたら

すとともに、ﾄﾞｲﾂにおける他国への支援余力を失わせる可能性がある。当

面は、ﾒﾙｹﾙ首相は、2013 年の選挙前に大きな混乱が起きることを極力回

避する（我慢する）可能性が高いと言われるが、自国経済が不振となって

もなお、EU 内からより寛大な支援を強く求め続けられる場合、ﾄﾞｲﾂ自体

がﾕｰﾛの枠組みから脱退するような議論を標榜する対抗勢力が台頭しない

とも限らず、目が離せない。 
そのﾄﾞｲﾂでは、低金利が続く中、不動産投資への資金流入が顕著にな 

ってきている。経済の好調を背景に、南欧諸国から多くの移民が押し寄せ

ていることによる不動産への実需の増加が背景にあり、政府の監督も厳格

であることから、ﾊﾞﾌﾞﾙの懸念は大きくないとの見方もある。この行方と、

EU 内での販売が減少している自動車産業の業績を海外での売上の伸びが

どの程度ｶﾊﾞｰし続けられるかが今後の EU の経済・金融情勢全般に大きな

影響を与える。 
さらに、ﾌﾗﾝｽでもﾊﾟﾘで９月末に４万人のﾃﾞﾓがあり、ｵﾗﾝﾄﾞ政権への支

持率がさらに低下するなど、不安要素が増大してきた。 
 

中長期的な解決方法としてのﾕｰﾛ合衆国、連邦化に関連しては、９月に

ﾊﾞﾛｰｿﾞ委員長が、真の経済通貨同盟の実現のためには緩やかな連邦化が必

要である旨議会で言及している。銀行同盟についても長期間を要するもの

であるが、経済ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽに関するﾌｧﾝﾛﾝﾊﾟｲ常任議長の提案など、財政、経

済、金融、政治同盟の強化への道のりを、一歩ずつ進んでいる。欧州のこ

うしたｽﾋﾟｰﾄﾞの遅さ、遅いながらも少しずつ良い方向に向けて変革してい

こうという姿勢には、金融関係者も慣れてきたところはあり、実態が改善

しなくても足元では落ち着きを取り戻してきているのは、それが大きな要

因と考えられる。 
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４． 貿易政策  
 
（１） 全般 

2011 年末に DDA が不成功に終わり、EU は、各国とのﾊﾞｲの FTA をより重

視している。特に成長のﾂｰﾙとしての貿易自由化の活用の観点から効果の大き

い日米などの先進国との FTA に力点が移りつつある。途上国との間ではﾚﾊﾞﾚ

ｯｼﾞ拡大のために GSP を大幅に見直して、反射的にﾊﾞｲの FTA の魅力を高め

て惹きつける（中進国側の FTA へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを高め、交渉を有利に進める）

姿勢が顕著になってきた。また、経済の不振と新興国の台頭を背景に、政府調

達に関する相互主義実現のための対抗措置法案や貿易救済措置改革案など、保

護主義的なﾒﾝﾀﾘﾃｨが増大している。加えて、自ら失うものがある関税撤廃より

も、EU 単一市場の実現で自らは既に乗り越えたと自信を持っている非関税問

題に焦点を当てる傾向も強まっている。 
 

① 成長政策としての貿易 
成長との関係については、５月末の貿易理事会で「成長の 90%は欧州外

であり、欧州の成長のためには貿易が重要である」との認識をﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員等

が示し、７月には、「成長の外的起源」と題する通商政策に関する報告書が

発表された。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=821 

この文書では、 

・成長源泉たる新興国との関係強化の重要性の増大、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

化による貿易の変化 

・ASEANとの FTAや中国との投資協定、日米との FTA交渉開始の必要性 

・継続中の FTA交渉の現状と締結見込み、日本との FTA交渉による欧州へ 

の利益と東ｱｼﾞｱとのﾘﾝｸの意思表示効果 

・中国との関係強化を他の国との関係と同様な形で行うことのむずかしさ 

などを述べている。 

 
② 途上国関連 

３月の外務理事会（貿易）の結論文書は、今後 10 年の貿易、成長、開発

についての方向性を示した。 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/129019.pdf 

この文書では、新たな GSP規則の早期採択、ACP（ｱﾌﾘｶ・ｶﾘﾌﾞ・太平洋）

諸国・地域との EPAの早期締結、途上国との FTA交渉の進展、WTOにおけ

る貿易円滑化、非関税障壁（NTB）、紛争解決手続き（DS）についての早期

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=821
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/129019.pdf
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解決、ｸﾞﾘｰﾝ経済に向けた環境物品・ｻｰﾋﾞｽの関税、非関税障壁の撤廃等を

求めている。 

GSP については、適用対象国の大幅削減（176 か国（現行）から 80   

か国へ。遅くとも 2014 年初から適用。）方針が 2011 年に示された。先進

的途上国との FTA の加速要因にしようとの意図が明確であり、３月には

欧州委員会の提案に対する修正案が貿易理事会で示され、FTA に実質合意

した国について最大２年間の猶予措置、対象製品の限定的拡大などが盛り

込まれた。2014 年からは馬、露、伯、亜などが、2015 年からは泰などが

GSP 対象国から外れることになるが、10 月の理事会で合意された現在の

案文では、２年間の猶予措置は新ﾙｰﾙの発効（2012 年末までの公示後 20
日後。2014 年１月の実施のﾀｲﾐﾝｸﾞではない。）までに実質合意（ｲﾆｼｬﾙ）

した国が対象と解され、馬、泰などが救われない可能性が高い。馬、泰な

どの生産拠点からEUに製品や部品を輸出している日本企業には大きな影

響がある。 
 

③ 貿易収支 
欧州委員会は、４月上旬に、付加価値ﾍﾞｰｽの貿易額に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを

公表。ﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員は、このｱﾌﾟﾛｰﾁでは、対中貿易赤字が減少する一方、対

日、対加貿易赤字は増加すると発言している。もともと付加価値ﾍﾞｰｽの貿

易額については、WTO で日本が中心となって研究成果を示したものだが、

こうした考え方が今後どのようなｺﾝﾃｸｽﾄで使われるかについては注意が

必要である。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149337.pdf 

一方、日本との貿易収支は EU からの自動車輸出の急増（対前年比 80%
増）を受けて５月に日本の貿易赤字となり、９月まで５月連続の赤字を記

録している。また、自動車ｾｸﾀｰにおいても日本の赤字となった。 
 

④ その他 
    貿易総局としては、貿易政策の重要なﾎﾟｲﾝﾄは、1)基準、環境、社会、

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、人権などを FTA に入れること、2)ｱﾌﾘｶ諸国などと開発の観点を

含めた EPA を進めること、3)最貧国を対象とした GSP ﾌﾟﾗｽのｽｷｰﾑの活

用、としている。 
 

（２） WTO 関係 
① 米国関連の個別ケース 

米国のﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社への補助金については、2011 年３月のﾊﾟﾈﾙ最終報告にお

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149337.pdf


 28 

いて WTO 協定違反との判断が下されたが、EU 側は、補助金総額が 240 億

＄以上（認定は 53 億＄以上）として上級委員会に上訴。上級委員会は３月

に、EU の主張を大筋認める内容の報告書を公表した。米政府は９月に公的

支援策の見直しを欧州委員会に通知し、補助金を撤廃したとしていたが、欧

州委員会はその内容を精査した結果として、補助金が撤廃されていないだけ

でなくさらに多くの補助金が不当に支給される恐れがあるとして、年間最大

120 億ﾄﾞﾙの米国への制裁を発動することを WTO に申請した。当事者間協

議でも米国が姿勢を変えなかったため、10 月に欧州委員会は WTO に対し

て履行ﾊﾟﾈﾙの設置を要請した。 
ｴｱﾊﾞｽへの低利融資（補助金）については、2011 年に上級委員会が、違法

認定を大筋で支持する判断を行ったが、米側は、EU が勧告を履行していな

いとして、３月に是正措置の履行ﾊﾟﾈﾙの設置を WTO に求めた。 
 
② ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝほかの個別案件 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ政府がｽﾍﾟｲﾝ大手石油会社傘下の YPF を国有化する方針を打ち出

したことに対し、ｽﾍﾟｲﾝは、4 月にｱﾙｾﾞﾝﾁﾝを WTO 提訴することを EU に求

めた。欧州委員会は、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝの輸入免許制度、輸出入均衡要求などが国際

ﾙｰﾙに違反するとして、５月に WTO に提訴した。 
   また、尼政府が７月に同国産の脂肪ｱﾙｺｰﾙへのｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置発動を不

服として、WTO に EU を提訴したことを受けて、８月には欧州側が亜及び

尼産のﾊﾞｲｵﾃｨｰｾﾞﾙ燃料への反ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ調査を開始した。  
ｳｸﾗｲﾅが６月に発表した輸入自動車に対アするｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置については、

EU も強い懸念を共有している。 
 

③ ＩＴＡﾊﾟﾈﾙ 
複合機、LCD ﾓﾆﾀｰ等の関税分類を不当とするﾊﾟﾈﾙ報告は、日米台の勝訴

で確定し、複合機については 2011 年 12 月に規則案が示され（多機能ﾌﾟﾘﾝﾀ

ｰへの 2.2％ｶﾃｺﾞﾘｰを新設し、他は無税）た。LDC ﾓﾆﾀｰについては対応済と

され、運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝも示されなかったが、Flat panel display について、「ｺ

ﾝﾋﾟｭｰﾀと接続して使うように設計されているもの」を無税とする新ﾀﾘﾌﾗｲﾝ

の設定が議論された。９月の関税分類委員会での議論では、ADP（automatic 
data processing）machine と一緒にのみ使えるもののみ無税とし、他は 14％
ｶﾃｺﾞﾘｰとしつつも、多くのものについて無期限の暫定無税または

autonomous rate としてのｾﾞﾛ税率とするとの提案があり、2013 年 3-4 月の

理事会での採択を目指している模様。暫定無税ではなく、ｾﾞﾛ税率であるこ

とが明記されるのであればよいが、具体的な提案内容をよく見極めて、不十
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分な結果であれば履行ﾊﾟﾈﾙに進む可能性もある。 
 

④ ＩＴＡ改革 
ITA の見直し・拡充については、欧州委員会が非関税問題(NTM)を交渉に

含めることを主張し続けていたことから交渉開始合意が遅れていたが、４月

末に、「交渉開始の際の文書に何らかの形で NTM を入れる」ことでＥＵ加

盟国が合意したことで全体が前進した。 
５月中旬の ITA15 周年ｲﾍﾞﾝﾄにおいて多くの支持が得られたことから、主

要国での交渉が開始され、NTB については別ﾄﾗｯｸで取組むとの認識も共有

された。その後断続的に非公式会合を続け、７月の WTO/ITA 委員会の非公

式会合では、日米欧等の統合ﾘｽﾄ案に合意し、９月末にも技術会合、関心国

会合が開催された。中国がﾘｽﾄを持って参加してきたことに伴い、各国とも

ｾﾝｼﾃｨﾌﾞ品目を登録するﾓｰﾄﾞになって交渉が進展しつつあるが、欧州は、一

部品目について方針を転換して追加対象から外すことを主張している。11
月初にはｼﾞｭﾈｰﾌﾞでの公式会合が予定されている。 
統合ﾘｽﾄは、ﾘｽﾄを提出した 11 か国・地域の品目の合算（HS６桁）であ  

り、共通ﾘｽﾄではない。日本からは、新型半導体、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器、医療・通信

機器、専用原材料、ﾈｯﾄ接続可能な家電など 100 品目程度を提案。９月の会

合で、それらに対する各国の支持の状況が明確化してきた。 
欧州産業界では、８月末からﾃﾞｼﾞﾀﾙﾖｰﾛｯﾊﾟが品目ﾘｽﾄの議論を再開。ﾈｯﾄ

家電はｻﾑｿﾝが積極的。 
10 月初には東京で ITI 及び DE を招き ITA 拡大ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑが開催され、品

目や加盟国の拡大の交渉を１年以内に終了させることを求める共同声明が

発出された。 
 
（３）日本企業への影響がある関税イシュー 

① Duty suspension 
LCD ﾓｼﾞｭｰﾙのDuty Suspension(域内で同一品の調達が困難な場合の暫定

的な税率減免の延長については、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの技術的修正の提案を受けて

Didigital Europe が最小限の修正に変更した案をﾍﾞｰｽに９月から議論され、

10 月時点では、2013 年１月からの変更はないものとされている。 
 
② IGBT ﾓｼﾞｭｰﾙの関税分類 

欧州以外ではほとんどﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ（無税）である IGBT ﾓｼﾞｭｰﾙが独蘭で有税

のｽｲｯﾁに分類され、過去に遡って徴税されている問題。日本は WCO で 2011
年９月に問題提起し、参加国の過半の賛成を得たが、欧州委員会は留保して
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反論書を提出（７月）。日本からもこれに対する再反論を８月に提出し、2012
年９月の WCO の委員会で再度議論された。この結果を受けて EU 側での対

応の変更が期待される。並行して、個別の税関での有税扱いについては、加

盟国における裁判において係争中となっている。 
 

③ ﾌｧｰｽﾄｾｰﾙ 
関税分類の判断時期に関し、最初の販売の時点とするか、より後の段階 

とするかの議論。欧州委員会は、ﾗｽﾄｾｰﾙを基礎とするというのが基本的考え

であり、2 月に EU 関税法の見直し提案の中でこの点にも触れている。 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0064:FIN:EN:PDF 

Valuationについての書き振りは現行とほぼ同様であり、EUへの輸出の

ための販売時点を基本としつつ、不明な場合はより前の段階のものでも可

能としている。詳細規定の立法過程に関しては議会や理事会を巻き込んだ、

より手間のかかるﾌﾟﾛｾｽを求めている。修正案は、2013年 6月 24日までに

採択される必要があり、完全な実施まで 18か月の猶予があるため、最も遅

い場合、現在のコードは 2014年末まで有効となる。 

 
（３） 非関税問題 
   先進国との議論、FTA などにおいて、非関税問題にさらに注力している

が、全般的な評価として、２月に欧州委員会が「貿易投資障壁レポート 2012」
を発表した。 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06802.en12.pdf; 

進展があった分野として、日本については医療機器、政府調達関連、中 

国については自主ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ制度、原材料輸出制限に関するWTOﾊﾟﾈﾙなどを

挙げている。進展が見られない分野、新たな障壁、貿易阻害的政策につ

いては、中印伯亜の措置を特に大きく取り上げている。６月には、主要

相手国の潜在的貿易制限措置に関する第９次報告書を発表。過去８月間

に 123の貿易制限措置が導入（対前期比 25%増）されたとし、G20におけ

る保護主義撤廃の取組の成果が出ていないことを指摘している。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf 
 

（４） ﾊﾞｲの FTA の状況 
① 交渉中の FTA 

ｳｸﾗｲﾅ；３月末に FTA を含む連携協定に仮調印。交渉開始から約５年。 
ｺﾛﾝﾋﾞｱ・ﾍﾟﾙｰ；６月に包括貿易協定に署名 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0064:FIN:EN:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06802.en12.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf
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ｶﾅﾀﾞ；交渉の最終段階。11 月の閣僚ﾚﾍﾞﾙ会合で実質合意の見込み。 
 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ；交渉の最終段階。目指していた 2012 年前半の合意はできず、

ｻｰﾋﾞｽ（特にﾘｰｶﾞﾙｻｰﾋﾞｽ、銀行）、原産地規則、GI などが残る論点

となっている。欧州側は、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙが TPP に注力していることも

交渉を遅らせる原因になっていると見ている。10 月の欧州理事会

では、ｶﾅﾀﾞとともに数カ月以内に交渉を終了することとされている。 
ﾏﾚｰｼｱ；2012 年中の交渉終了を期待 
ﾍﾞﾄﾅﾑ；３月末にｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ文書がまとまり、５月末の貿易理事会で交渉開

始に合意して交渉を開始。 
ﾀ ｲ；交渉前段階 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ；交渉前段階 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ；７月にﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ協力協定を締結したが、当面 FTA 交渉開始を

留保。 
ASEAN 全体；ﾐｬﾝﾏｰとの関係正常化を機に再開機運が強まっており、４

月にはﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員が前向きな姿勢を示した。2015 年のｱｼﾞｪﾝﾀﾞに含

まれている。 
 

ｲﾝﾄﾞ；2012 年末を目指し、６月の閣僚ﾚﾍﾞﾙ会合以降、精力的な作業を進

めており、ｼﾆｱﾚﾍﾞﾙの会合を 9-10 月に開催する予定だが、見通しは

明るくない。 
ﾒﾙｺｽｰﾙ；停滞 

 
② 韓国との FTA の実施状況 

欧州委員会は、過去４年間と比較して 2011年 7月から 2012年３月の韓

国への輸出は 35%拡大したとの試算を６月に発表。一方韓国政府は、2011

年７月からの１年で対 EU輸出は 12%減、自動車、自動車部品、石油製品等

の恩恵品目の輸出は 20%増、韓国の輸入は 13.5%減とのﾃﾞｰﾀを発表した。 

最大の影響を受けているのは自動車業界で、ﾌﾗﾝｽ政府は、８月初に、  

韓国車へのｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ発動に向けた監視手続きの開始を欧州委員会に正式

に要請した。これを受けて欧州委員会は、まず、2010年と比較して韓国か

ら輸入車は 23%増、2011 年上期と 2011 年下期の比較では 24%の増、ﾌﾗﾝｽ

の場合は 47%の増とのﾃﾞｰﾀを提示した。欧州委員会は、「EU の韓国車輸入

は、2012 年 1-6 月 41％増加しているが、金融危機前を 37％下回る水準で

あり、危機での落ち込みの反動」との見方を 10月下旬に表明。EU韓国 FTA

の発効により韓国車の輸入が急増して国内ﾒｰｶを圧迫しているとした仏の
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主張には根拠がなく、輸入監視措置発動の条件を満たしていないとして仏

の求めを退けた。 

一方韓国は、こうした動きに対抗して、EUの豚肉が大量に市場に流入し

て 1-6月の売上が対前年比 30％減少したとして、支援策を適用することを

８月に発表した。 

 
（５） 中国との関係 

① 全般 
2012 年に２回の首脳会議を開催したが、必ずしも成果は大きくない。経

済関係の深化の一方で利害の対立もさらに明確になってきており、下記ｱﾝﾁ

ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置などを通じて両者の関係が次第に悪化してきている。中国側も

こうした状況の下で投資協定などに消極的になり始めているものとみられ

る。 
２月の中 EU 首脳会議では、投資協定交渉開始は合意できなかったが、 

効果の認識では合意。そのほか、ﾊｲﾃｸ貿易 WG の立上げに合意したが、ﾚｱｱ

ｰｽでは進展がなかった。 
９月の首脳会議では、中国の市場国認定、投資協定交渉の開始に合意す 

ることができず、保護主義的な政策を回避して相互に市場開放を求めること

で合意するにとどまった。 
投資協定については、双方がﾏﾝﾃﾞｰﾄ取得手続き中であることが遅延の原 

因とされるが、交渉開始には経済ﾊｲﾚﾍﾞﾙ協議での合意が必要とされており、

同協議の開催時期も未定である中、具体的な見通しは立っていない。欧州委

員会、欧州産業界としては、市場ｱｸｾｽを含む投資協定を目指している。一方

中国側は、FTA を求めたが、欧州側は拒否した。 
９月の首脳会議と同時に開催されたﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾐｯﾄでは、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾖｰﾛｯﾊﾟのﾄｩｰ

ﾏﾝ会長が投資協定の早期締結を求めたほか、欧州側は KLM の CEO が航空

分野での中国の過剰規制の是正を求めた。この会合では、中国側の手続き的

な面での高圧的な姿勢が目立ち、欧州産業界の中国への違和感が増大した。 
   

② 原材料・ﾚｱｱｰｽ 
2012 年 1 月に、中国による鉄鋼、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、化学品の原材料鉱物の輸出制

限を協定違反と認定する WTO ﾊﾟﾈﾙ裁定を上級審が支持。中国の頑なな資源

ﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑの動き（2010 年末の関税率引上げ（約 10％）、2011 年前半の輸出

枠削減（約 35％）、2011 年７月のﾚｱｱｰｽ鉄合金を含めた輸出枠の設定（＝実

質削減））に対し、日米欧は３月にﾚｱｱｰｽ、ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝに関する中国の

輸出規制に関する WTO 協定に基づく協議を要請。60 日間にわたる当事者
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間協議において、中国に輸出制限解除の意思がないと判断したため、６月に

はﾊﾟﾈﾙ設置を要請した。 
中国側は、ﾊﾟﾈﾙ設置要請の一週間前に中国はﾚｱｱｰｽ産業に関する白書を公

表。ﾚｱｱｰｽ産業への監視とｺﾝﾄﾛｰﾙの継続が環境問題と天然資源にとって不可

欠であるとし、WTO のﾙｰﾙには引き続き従っていくことを示した。また、国

内産業の統合、海外企業による環境管理やﾘｻｲｸﾙへの投資を奨励している。 
８月に中国は、国内ﾚｱｱｰｽ産業の管理強化のための新規則を発表。生産規

模、装置、環境保護などの要件を定めており、７月から遡及適用した。過度

な開発、過剰供給力、輸出規制に対する批判に対応したものだが、実際のね

らいは価格統制にあると見られる。 
今後は WTO ﾊﾟﾈﾙの動向が焦点となる。 

 
③ ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ等 

   太陽光ﾊﾟﾈﾙについては、Solar World AG などの欧州ﾒｰｶが７月に苦情を

申立てたのを受け、欧州委員会は９月に調査開始を決定。対象は米の場合

より広く、ｾﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙだけでなく、ｳｴﾌｧｰも含んでいる。この決定は、その

直前に訪中したﾒﾙｹﾙ首相から「ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置ではなく交渉による解決を

望む」旨聞いていた中国の期待を裏切ることとなった。ﾒﾙｹﾙ首相の発言を

めぐっては、欧州委員会が不満を持ち、ﾌﾗﾝｽ政府もｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置を支持

するなど、EU 内での意見の違いが鮮明になっている。本件については、ｱ

ﾝﾁ補助金の申請も行われた。 
これに対して中国では、既に米韓ﾒｰｶへのﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ調査を開始している多

結晶ｼﾘｺﾝにつき、中国ﾒｰｶ４社が、EU ﾒｰｶによる中国へのﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ輸出につ

き商務省に８月に調査を申請している。 
中国では、製造能力 45-55GW のうち 20GW 分が対欧輸出であるため、

ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ課税で欧州市場を大幅に失うことになれば、大量の中国企業の

倒産を招くことから、交渉による解決を模索するとの見方も有力。また、

20GW 分が行き場を失って日本に流れ込めば、日本産業界としても深刻な影

響がある。 
 

通信機器については、欧州の主要ﾒｰｶは、中国でのﾋﾞｼﾞﾈｽが大きいため中

国との関係を悪化させたくないこと、報復を恐れていることから申請を行わ

ないため、ﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員自らの強い意欲で、職権調査を開始する方針となった。

夏前にも開始が予想されていたが、訪中前のﾒﾙｹﾙ首相からの自重要請で開始

が遅れ、９月の中 EU 首脳会議直前になって、（首脳会議に向けた EU 側の

譲歩を示すため）ﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員が調査開始にはより強い証拠が必要であると述
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べ、調査開始判断には至っていない。本件は政治ｲｼｭｰ化したため動きが取り

にくい状況にあるが、欧州委員会が調査開始を断念したわけではない。 
 

そのほか、４月には、欧州自転車ﾒｰｶの業界団体が、中国の自転車ﾒｰｶへ  

の有利な融資条件や税制が不当な補助金交付にあたるとして欧州委員会に

調査を要請した。 
一方、中国化学大手企業への欧州委員会の反ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置（1998 年）を

不当として中国企業が欧州裁判所に提訴し、その無効判決を不服として欧州

委員会が上訴していた件は、欧州裁判所が一審判決を支持して欧州の敗訴が

確定した。 
 

（６） 米国 

2011 年 11 月の首脳会議で雇用と成長に関するﾊｲﾚﾍﾞﾙ WG の設置が合意

され、FTA に向けた議論が始まり、ﾊﾟﾌﾞｺﾒもいくつかのﾃｰﾏで行われた。 
米国大統領選挙の前の大きな動きの可能性は低いが、ｵﾊﾞﾏ陣営もﾛﾑﾆｰ陣 

営も EU との FTA に好意的であり、ﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員は、５月以降、「2013 年早

期に交渉を開始し、18 月以内に終了」との目標を繰り返し口にしている。

関税に集中したい米国とｻｰﾋﾞｽ、SPS、調達、GI などに力点を置きたい EU
との間の妥協がどのような形で成立するかが当面の焦点となる。 

ﾊｲﾚﾍﾞﾙ WG の中間報告は６月公表された。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149557.pdf.  
そこでは、包括的な貿易協定が双方に大きなﾍﾞﾈﾌｨｯﾄをもたらすとされ、

交渉開始後は短期間での結論を出すため事前の準備を注意深く行う必要が

あるとしている。両首脳は本報告書を歓迎し、WG ができるだけ早く準備作

業を終えるべきとするｽﾃｰﾄﾒﾝﾄを公表した。最終報告は 12 月までに出される

予定。加盟国から大きな反対はなく、産業界から強い賛成があるため、10
月には欧州議会が 2013 年前半の交渉開始・早期の交渉終結を求めるととも

に、将来的には EU－NAFTA の地域協定を視野に入れるべきとの決議を採

択。10月の欧州理事会では、2013年の交渉開始を目指すことが明記された。

2013 年前半には交渉ﾏﾝﾃﾞｰﾄ合意に至る可能性も高い。 
TPPの動きを踏まえて環大西洋での枠組み作りへの真剣度が増しており、

欧州委員会としては任期中（2014 年 10 月末まで）の交渉妥結への期待を述

べているが、実際の交渉になれば、農産物、ﾁｰｽﾞ、調達などお互い譲れない

部分もあり、簡単には合意できないというのが大方の見方。また、産業界の

中には、米 EU、TPP、EIA が始まれば新しい WTO のようなものとなり、

中国が孤立して焦るのではないかとの見方も出てきている。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149557.pdf
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投資分野では、４月中旬に、両者の投資ﾚｼﾞｰﾑに共通する投資原則に合意。

ｵｰﾌﾟﾝで透明性があり、非差別的な投資環境を維持することを政府に推奨す

る一方、公共政策目的のための規制権限は認め、海外直接投資を惹きつける

ための政策措置を弱めるべきでないことを強調している。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149331.pdf 

 
（７） その他 

① 紛争鉱物 
ｺﾝｺﾞなど紛争地域において紛争当事者の資金源となる鉱物を取引するこ

とに関する米国並みの開示規制の導入につき、欧州委員会は、2011 年 10 月

に透明性ﾃｨﾚｸﾃｨﾌﾞの改正案を示し、米国のﾄﾞｯﾄﾞﾌﾗﾝｸ法に類似する情報開示

（採取業者から資源産出国への資金を把握するための詳細な報告の義務化）

を盛り込んだ。 
３月のｶﾝﾌｧﾚﾝｽでは、ﾄﾞｯﾄﾞﾌﾗﾝｸ法への賛成を示す欧州議会議員、透明性 

向上や EITI(採取産業透明性ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞの重要性、欧州での同種のﾙｰﾙの実現

への期待を述べるｱﾌﾘｶの参加者がいたが、産業界は、新たな義務の賦課に対

して否定的。 
９月には米国で SEC が最終規則を採択したが、これに後れを取りたくな

いとの意図から EU 内でも貿易総局などを中心に新たな法制化の検討を開

始しようとの機運も出てきている。欧州産業界とともに、過度な義務を課す

新たな法制化には慎重であるべきとのｲﾝﾌﾟｯﾄをしていく必要がある。 
    

② Trade remedy 
欧州委員会は、2011 年 11 月に trade remedy の見直し（約１年での改革

案とりまとめ）開始を表明。３月には、貿易救済措置に関する独自の評価を

公表した。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149236.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149237.pdf 

現行措置は、全体として効果的だが、所要期間の長さと高いｺｽﾄ、国内生

産ｼｽﾃﾑへのﾌｫｰｶｽ、制裁措置の脅威の増大などが問題と指摘。ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ、

反補助金措置の利用に関する介入ﾛｼﾞｯｸの確立、職権調査機能の一層の活用、

関係者の協力義務、調査ﾌﾟﾛｾｽの短縮などを提案している。 

   欧州委員会としては、保護主義を求める声には影響されないこと、職権

での調査開始の増加を望むこと、ｽﾃｰｸﾎｰﾙﾀﾞｰの協力を円滑化すること、非

拘束的なｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを示して透明性を増大することなどの方針を示している

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149331.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149236.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149237.pdf
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が、ｽﾃｰｸﾎｰﾙﾀﾞｰからは、職権調査でも報復のﾘｽｸはあり、政治化されること

を懸念する声がある。 
欧州委員会は 2012 年中に改正案を閣議了解して、2013 年初に欧州理事

会及び欧州議会に示すことを目指している。 
 

③ その他 
欧州各国は、日本からの食品等への規制を 2012 年 10 月まで延長するこ

とに２月に合意した。10 月には、加盟国が放射能検査の緩和に合意。福島 

を除く 11 都県からの食品、飼料の輸入については、お茶、ｷﾉｺ類、魚介類、

ｺﾒ、大豆、小豆、一部の野草・野菜・果物に検査分析報告書の添付を限定（山

梨県はｷﾉｺ類のみ、静岡県はお茶、ｷﾉｺ類のみ）。ｱﾙｺｰﾙ飲料は、福島県も含め

対象外となった。また、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞの抽出率も一律 5％に減らされた。11月 1

日実施の見込み。 

ﾐｬﾝﾏｰについては、国内状況が大幅に改善したことを評価して、再び GSP
対象国とすることとし、9 月には、同国が国際労働会議の決議を受け入れた 

６月に遡って、武器以外のすべての品目について無税無枠措置を適用するこ

とを欧州委員会が提案した。 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0524:FIN:EN:PDF 

 
 

５．環境/ｴﾈﾙｷﾞｰ政策  
 
（１）気候変動問題 

① 全般 
COP17 では、法的合意に向けた特別作業部会の立上げ、2015 年中に作 

業を終えて 2020 年から発効させること、第二約束期間は、2013 年～

2017or2020 年として、2012 年５月までに EU やﾉﾙｳｪｰが削減目標案を提出

すること、COP18 で議定書改定案を採択することなどが決まった。 
EU 加盟国からは EU のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟについての前向きな評価もあり、さら

にﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを維持するために 2020 年までの削減目標の深堀りが必要との

意見が英独仏などからはあった。しかし、削減目標に関しては、欧州の国の

みが提出義務を負うこととなるため、合意は容易ではない。 
第二約束期間については、3 月の環境理事会で５年を主張する国も一部に

あったものの、EU としては 2013-20 の８年とすることが合意された。 
COP18 が大きなﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰにならないであろうことは、欧州議会に対して

欧州委員会が明示的に言うようになってきており、同会合では、京都議定書

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0524:FIN:EN:PDF
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の継続、長期協力行動の作業の終了、今後 3 年にわたるダーバンプラットフ

ォームの議論の枠組み作り、未だ約束していない国からの約束を取り付ける

ことによる削減目標ギャップの解消、を達成するとの明確な目標を EU は有

しているとしている。 
  

なお、2010 年の温室効果ガス排出量は、2009 年非 2.4%増となったが、

それでも 1990 年との比較では、15.4%の減少。再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの消費量が

12.7%増加。2011 年は大規模事業所、発電所などの合計で 2010 年比△2.0%、

EU27 か国で 2010 年比 2.5％減、90 年比 17.5％減となり、EU15 か国（08-12
年に 8%の削減義務あり）では 14.1%減（90 年比）となった。 

 
５月にはボンで AWG が開催されたが、新枠組み交渉のためのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

を作る WG では、議長選定とｱｼﾞｪﾝﾀﾞ採択に２週間を費やし、実質的な進展

は見られなかった。８月末からﾊﾞﾝｺｸで開催された特別作業部会でも大きな

進展はなかった。積極的な交渉の進展を望んでいる国が減っている。 
  

② 削減目標 
３月の環境理事会では、COP17の合意にしたがって 5月までに提出する

目標は、内部の負担分担を明確にし、これまでの気候・ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞに

よる各国の責務を超えるものとしないことに合意。 

2050 年までの工程表に含まれる 20 年時点での削減目標（25％）につい

ては、３月の環境相理事会でもﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞが「国際的な合意がない状況で 20
年以降の新たな目標を設定すべきではない」として反対。20 年で 25%、

30 年で 40%、40 年で 60%、50 年 80％の工程表の数字は、indicative な

milestone に過ぎないと明記すればよいではないかとの主張もﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞは

受け容れず、逆に英国等はこれ以上の妥協はできないとしたため、合意に

至らなかった。 
    ８月末のﾊﾞﾝｺｸでの特別作業部会では、大量の余剰 AAUの売り先確保の

観点から中期目標を正式なものとすることをﾛｼｱが提案したのに対し、EU

は、米加などとともに反対した。 

  
③ 排出権取引制度に関する動き 

排出権価格が下落している状況に対応して、今後のcertificateを減ら

して炭素価格を上げようとの試みについて欧州委員会から議会に提案が

行われているが、産業委員会が了承する可能性は低い。 

同様に供給を制限する取組みとしては、ﾍﾃﾞｺﾞ委員が余剰排出権の扱い
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について厳しい制限を設けることを主張したが、３月の環境理事会では、

多くの国が反対し、第二約束期間に合意した国のみに有効との点だけが合

意された。 

一方、経済活動の停滞を受けて需要は低迷しており、ｵｰｸｼｮﾝ方式によ 

る排出枠の有償配分について 13-15 年で 35 億ﾄﾝを予定していた入札が一

部延期（16年以降に）された。自国の取引所が独自にｼｽﾃﾑを運用する独英

では、それぞれ 10月、11月に前倒ししてｵｰｸｼｮﾝを実施。 

需要拡大の観点からは、航空会社への排出量取引の義務化が最大のｲｼ 

ｭｰとなっている（下記）。また、豪州政府との間で双方の排出量取引制度

を連結させ、対象企業がいずれの市場でも排出枠を購入することができ

るようにすることが８月に合意された。 

 
④ 航空会社の扱い 

    １月から実施された排出量取引制度への航空会社の組入れ（海外航空

会社を含む）には、各国が強く反発。2 月下旬にはﾓｽｸﾜに 26 か国関係者

が集まり、日米中ロ印伯など 23 か国が EU ｽｷｰﾑへの参加禁止、ICAO へ

の苦情申立て、飛行制限、課税などの８つの対抗措置を盛り込んだﾓｽｸﾜ

宣言に署名した。 
特に中国は、国内航空会社による排出枠購入を禁止したほか、自国の 

航空会社に働きかけた結果、３月にはｴｱﾊﾞｽへの発注が取り消された。 
４月にはｲﾝﾄﾞも国際交渉を決裂させる要因であるとして、国内航空会 

社が EU のｽｷｰﾑに参加することを正式に禁止。これらを踏まえ、EU 発着

定期便を有する航空会社のうち、中印 10 社が排出状況に関するﾃﾞｰﾀを４

月末の期限までに提出しなかった。 
欧州議会でも国際的な反対を過小評価すべきでないとの意見があり、 

また３月の理事会では、仏が国際合意を踏まえた指令の見直しの可能性に

言及。欧州委員会は EU ﾙｰﾙに代わる国際的な合意が形成された場合には

ｽｷｰﾑを見直す方針を５月に示唆した。 
    その後も各国での反対は続き、米国上院は運輸長官が国内航空会社に

対して EU ﾙｰﾙに従わないよう命じることができるとの法案を７月に可決

した。 
さらに、９月には、独仏西英の関係者とｴｱﾊﾞｽ首脳が会談。他国との

対立の深刻化によるｴｱﾊﾞｽ社への打撃への懸念が共有され、見直しが示

唆されたが、ﾍﾃﾞｺﾞ委員（気候行動担当）は見直しを強く否定している。

こうした状況を踏まえ、欧州委員会は、ICAO を通じたﾏﾙﾁのﾌﾟﾛｾｽに重

心を移しつつあり、中国との議論がｴｽｶﾚｰﾄすることを回避しつつ、米国
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も前向きになり始めた ICAOにおける進展があればEU 法制を見直す可

能性も出てきている。 
 

⑤ 排出枠と競争力の両立 
排出枠の割り当ては、ｴﾈﾙｷﾞｰ多消費産業の競争力に大きな打撃を与え、

域内産業の空洞化を招くとともに、移転先でより多くの CO2 排出が行わ

れて結果的に温暖化問題を悪化させることから、欧州委員会は、ｶｰﾎﾞﾝﾘｰｹ

ｰｼﾞの可能性が高い鉄鋼、ｱﾙﾐ、製紙、化学、肥料などのｾｸﾀｰのｺｽﾄ負担軽

減のための助成のﾙｰﾙを５月に発表。2013-15 年には電力料金値上げによ

るｺｽﾄ上昇の最大 85%（19-20 年には 75%）を補助することができること

とした。同様の措置はﾉﾙｳｪｰでも取られ、ｴﾈﾙｷﾞｰ集約産業（ｱﾙﾐ、鉄鋼など

15 ｾｸﾀｰ）に対し、9000 万ﾄﾞﾙの補償制度を導入することが９月に発表さ

れた。 
なお、８月には、すべての加盟国から EU-ETS の第三期間（13-20 年）

で規制対象となる施設のﾘｽﾄとﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ方式に基づく排出枠の無償割り当

てに関する実施計画が提出されている。 
 
⑥ その他 

    2009 年に温暖化防止対策の一環としてﾊﾞｲｵ燃料の利用拡大のための指

令が施行された。これは、2020 年までにﾊﾞｲｵ燃料を輸送用燃料の 10％以

上に拡大することを目指したものだが、欧州委員会は、原料となる食糧

の価格高騰を懸念して、目標を引き下げる検討を開始した。これを受け

て９月には、ｵｰｽﾄﾘｱが E10 の導入を凍結することを発表した。 
  
（２）環境政策 

① 全般的な方向性 
６月の Rio+20への準備の過程で、EUでは、ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨ分野や Sustainable 

Development Goals についての議論が多く行われた。具体的には、持続可

能なｴﾈﾙｷﾞｰ、水、持続可能な土地の管理とｴｺｼｽﾃﾑ、海洋、資源効率（特に

廃棄物）などの観点から、明確な実施目標や行動分野を示していくことに

なった。また、持続的農業と持続的都市、および栄養の securityについ

ても今後議論が行われていく見込み。 

 
② 各種物質の規制 

欧州化学品庁は、６月に REACH 規制の高懸念物質候補ﾘｽﾄに 13 物質

を追加。候補ﾘｽﾄは合計 84 となり、生産、輸入を行う企業は、2012 年 12
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月 17 日までに同庁に報告する必要がある。 
９月初には、高懸念物質候補ﾘｽﾄ 54 物質について、年内のﾘｽﾄへの追加

に向けた public consultation が開始された（10 月中旬まで）。 
ﾅﾉ規制関連では、ﾌﾗﾝｽが２月にﾅﾉ材料に関する規定を発表。報告ｽｷｰﾑと

それへの罰則を示し、2011 年 10 月に欧州委員会が示した定義を考慮して

いる。2013 年１月から実施される。 
 

③ その他 
WEEE の新ルールが８月に発効。加盟国は、2019 年以降、国内で販売

された。電子・電気製品の総重量に対して年間 65%の回収を義務付けら

れる。 
ｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ指令については、空調に関する実施規則が３月に公布され、

18 番目の品目となった。10 月から 11 月初にかけてﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾚｰﾔｰ・ﾚｺｰﾀﾞ

ｰ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ゲームｺﾝｿｰﾙについてのｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝが行われた。 
自動車関係では、乗用車と軽商用車の CO2 排出量を 2020 年までに現在

水準と比べてそれぞれ 30％、20％削減することを義務付ける新たな規制

案が７月に発表された。なお、EU 域内で 2011 年に新規登録された乗用

車の CO2 排出量は、前年から 3.3%減少している。 
また、環境総局が中心となって力を入れている環境ﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄについては、

手法論ｶﾞｲﾄﾞが示され、加盟国や産業界に対して推奨している。欧州委員

会としては、少なくとも後数年（3-4 年）は義務化されることはなく、ﾃﾞ

ｰﾀ手法論が改善されれば、将来的に義務化の検討はあり得るとの立場。当

面は、ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃｽﾄを通じて調査分析が行われる。 
今後の大きな政策の柱となる資源効率については、６月にﾎﾟﾄﾁｭﾆｯｸ委員

（環境担当）が「欧州資源効率ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」の立ち上げを発表。今後１年

間に行う緊急措置を提言するとともに、2014 年半ばまでに最終的な政策

提言を取りまとめることが期待されている。 
 

（３）ｴﾈﾙｷﾞｰ政策 
① 全体の流れ 

ｴﾈﾙｷﾞｰﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 2050 は 2011 年 12 月に発表され、その後もｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ

やｴﾈﾙｷﾞｰ効率改善方策に関する議論が続けられた。９月にはｴﾈﾙｷﾞｰ効率化指

令が欧州議会で可決された。 
また、2020 年以降の目標やｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽについては、2030 年に向けた枠 

組みを１年半以内に作ることとし、2013 年末までに欧州委員会として法的

拘束力のある目標を含む提案を示すことが４月の環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ大臣の非公式
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会合で合意された。 
ｴﾈﾙｷﾞｰﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟに関する欧州議会各党のﾎﾟｼﾞｼｮﾝは分かれており、EPP は

CO2 削減目標への特化、S&D は CO2 削減とｴﾈﾙｷﾞｰ効率、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

の３数値の維持、ALDE は再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの 45%への引上げ、緑の党は風

力、太陽光を電力の 50%超にすることに力点を置いている。9 月の欧州議会

の委員会での public hearing では、多くの議員が、気候変動問題が EU の

ｴﾈﾙｷﾞｰ政策に大きな影響を持ちすぎであり、安定供給や競争力にも注意が向

けられるべきである旨、これまで以上に強くｺﾒﾝﾄした。 
 
② 原子力政策 

福島の事故を踏まえた域内 143 原子力発電所のｽﾄﾚｽﾃｽﾄは、事業者による

ﾁｪｯｸ、各国からの中間報告を踏まえて 2011 年 11 月に欧州委員会が中間報

告を公表。４月に ENSREG(欧州原子力安全規制機関ｸﾞﾙｰﾌﾟ)が調査結果を

まとめた報告書を採択したが、第三国の専門家による立ち入り調査が進んで

いないため、欧州委員会は、さらなる分析が必要と判断。追加的な調査を実

施することとした。このため、６月の首脳会議までに予定されていた最終報

告は 10 月に公表された。その中では、ほぼすべての原発で改善が必要であ

り、最大 750 億ﾕｰﾛが必要とされている。欧州委員会は、年内に加盟国から

行動計画を提出させ、2013 年春にﾋﾟｱﾚﾋﾞｭｰを行い、2014 年６月をめどに改

善策の進捗状況についての報告書をまとめる意向。併せて、2013 年初をめ

どに安全性に関する EU 指令改正案をまとめる方針である。 
原発推進派の仏でもｵﾗﾝﾄﾞ政権の下で原子力政策の見直しが見込まれる。 
 

③ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ比率は着実に高まっており、1999 年から 2009 年にかけ

て 5%から９％へとほぼ倍増。2020 年に EU における風力発電量は 2010 年

の３倍超となり、電力需要の 15.7%を占めるに至ると予測している。なお、

欧州風力ｴﾈﾙｷﾞｰ協会の発表による 2010 年の風力発電市場規模は 324 億ﾕｰﾛ

で 2007 年から 33％の成長となっている。また、2012 年 1-6 月に新設され

た洋上風力発電設備の容量は 500MW を超え、前年同期の 1.5 倍になったほ

か、EU 内の風力発電容量は９月に 100GW を超えたとされる。 
   一方、財政難と中国の安価な製品の流入のため、各国でﾌｨｰﾄﾞｲﾝﾀﾘﾌは著

しい縮小傾向にあり、また、ﾄﾞｲﾂの太陽光ﾊﾟﾈﾙﾒｰｶが倒産するなど、今後の

急拡大に向けては不安要素が増大している。 
   ９月の非公式ｴﾈﾙｷﾞｰ閣僚会合では、2020 年以降の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの目標

などについて、突っ込んだ議論が行われた。西、ﾃﾞﾝﾏｰｸなどは拘束力ある
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目標が必要としたのに対し、ﾗﾄﾋﾞｱ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ等はその前に十分な分析と評

価を行うことを求め、英仏伊ﾁｪｺ白などは一般的・自発的目標のみを支持し

た。瑞、蘭は CO2 削減目標に絞った議論をすべきとの立場。12 月のｴﾈﾙｷﾞ

ｰ閣僚会議での結論文書採択を目指し、議長国（ｷﾌﾟﾛｽ）を中心に作業が行

われている。 
   ﾊﾞｲｵ燃料については、食糧生産への影響を考慮して、輸送部門に使用さ

れる再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰのうち食用植物を原料とするﾊﾞｲｵ燃料の比率を最大

5％に制限することなどを柱とする規制案を10月に欧州委員会が発表した。 
 

④ ｴﾈﾙｷﾞｰ効率・省エネ 
202020 の一部であるｴﾈﾙｷﾞｰ効率の改善目標（2020 年時点で 20%）の実

現に向けて欧州委員会が 2011 年６月に発表したｴﾈﾙｷﾞｰ効率指令案について

は、欧州議会の委員会が２月に承認。欧州理事会との調停委員会で最終案が

とりまとめられ、６月に指令の内容に基本合意し、９月の欧州議会で可決さ

れた。中央政府の建築物（総床面積 500 ㎡以上、2015 年７月から 250 ㎡以

上）の省ｴﾈ改修（毎年床面積の 3%に相当する部分を改修）の義務化、大企

業に対するｴﾈﾙｷﾞｰ監査実施の義務付け（指令発効後３年以内＋その後４年ご

と）、ｴﾈﾙｷﾞｰ供給事業者／小売事業者による前年販売量の 1.5％節約の義務化

などを規定している。 
なお、省エネ建築の普及に向けては、住宅やビルの改修・補修への支援 

（低利融資、減税など）、労働市場の流動性向上によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、建築ｼｽﾃﾑ

の相互認証、設計基準の統一など５つの戦略を欧州委員会が７月に提示した。 
 

ICT のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量及びｶｰﾎﾞﾝﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ測定に関しては、情報総局（2012
年から DGCONNECT）が 2011 年 10 月から開始したﾊﾟｲﾛｯﾄﾃｽﾄについて、

３月に追加募集が行われたが、その結果は現時点で発表されていない。 
環境総局は 2011 年 12 月に終了した製品の測定手法の比較可能性などの

検討についてのﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを踏まえて、2012 年１-4 月に持続可能な消

費と生産に関する施策についてﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝを行い、その一環として環

境ﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄについても意見収集を行った。 
 

⑤ ICT4EE 
ICT4EE ﾌｫｰﾗﾑ（ｴﾈﾙｷﾞｰ効率のための ICT ﾌｫｰﾗﾑ。日米欧の協働組織で

JBCE が創設ﾒﾝﾊﾞｰのひとつ）は、2012 年中を目標に 2010 年から活動を行

ってきた。ICT 製品のｴﾈﾙｷﾞｰ消費・排出量と環境ﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄに対する共通測定

手法を策定し、政策提言を行うことを目指したが、2011 年頃から規制を急
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ごうとする欧州委員会と産業界との間での意見の隔たりが顕著になり、活動

は停滞。ICT の定義、ｽｺｰﾌﾟ、測定手法を検討する予定だった WG1 は、国

際標準化団体などで検討されている測定手法をどう活用するかについては、

具体的な成果が得られず、2011 年５月以降活動が停止した。運輸・建築・

ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞを中心に ICT による enabling 効果に着目する WG2 は、省ｴﾈ効

果の大きい分野をまとめた。具体的な算定方法の策定には至らなかったが、

４月には、ITU-T の SG5 に対し、ﾀｸｿﾉﾐｰ、ICT ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの定義、ICT ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ例を発表して提案。これが ITU-T に取り込まれることをもって７月に活

動の終了を宣言。政策提言をまとめる WG3 は、政策分析ﾂｰﾙの POLIWIKI
を開発して 2011 年 11 月に公開した。 

関連して、５月初には、smart energy and sustainable ICT 会合が開催さ

れ、日本からは日立のｺﾞﾏｿｰﾙ氏が参加。ﾊﾟﾈﾙの議論では、enabling 効果が

強調され、規制でない手法が効果的との認識がかなり共有された。  
先進的な取組みを行っている日本産業界からは、ｸﾞﾘｰﾝ IT 推進協議会の協

力により多くのｲﾝﾌﾟｯﾄを行うことができた。一方で、規制という形でしか成

果を測れない欧州委員会との間でこの分野での問題意識や政策認識を共有

していくことの難しさを再認識させられることになった。 
今後、何らかの内部的なﾚﾎﾟｰﾄをまとめるとともに、この枠組みを超えて、

環境ﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率政策、資源効率政策などの関連する分野で日本か

らのｲﾝﾌﾟｯﾄを行っていく。 
 

⑥ ﾊﾞｲの協力 
日本との協力に意欲的なｴｯﾃｨﾝｶﾞｰ委員は、６月に訪日し、休眠していた 

日 EU ｴﾈﾙｷﾞｰ政策対話（資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁、ｴﾈﾙｷﾞｰ総局間）を開催した。原子力

分野では、安全に係るｽﾄﾚｽﾃｽﾄ、規制面、廃炉に向けた技術などでの協力を、

ｴﾈﾙｷﾞｰ市場自由化の分野では、太陽光・CCS・ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ・原子力安全など

での研究協力、ﾚｱｱｰｽ分野での日米欧での研究協力、ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ及び市場

開発に関する対話などが合意された。 
その際同委員からは「ｴﾈﾙｷﾞｰと産業の双方を議論する会合」の開催が提 

案され、今後企業総局と内部調整して日本側と相談することとなった、。 
また、中国との間では、５月にｴﾈﾙｷﾞｰ分野での戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ構築に 

関する合意文書に署名。再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰや省ｴﾈ技術での EU から中国への支

援の一方、中国側は投資環境や知財保護の整備による欧州企業の参入を円滑

化することとした。 
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６． 競争法関連  
 
（１）全般 

競争法は、欧州において大きな関心を集める分野でもあり、数多くの案 

件が話題になる。欧州の競争当局における運用に恣意性があるとは言えない

が、最近では、欧州委員会の決定を不服とする裁判が特に目立つようになっ

てきている。  
日本企業からは、中国における競争法の恣意的な運用への懸念も聞かれ 

るが、欧州企業では、中国をあからさまに批判しようとする動きはなく、ｾ

ﾐﾅｰなどでも、むしろ中国寄りの発言が目立つ。また、中国における独禁法

の強化は、欧米の弁護士事務所としても仕事のﾈﾀであることもあり、批判す

ることの合理性が小さい。 
  
（２）個別案件 

① 不服関連 
・ﾏｲｸﾛｿﾌﾄのｽｶｲﾌﾟ買収の承認を不服として、ｼｽｺｼｽﾃﾑが欧州一般裁判所に提

訴（２月） 
・ｸﾞｰｸﾞﾙのﾓﾄﾛｰﾗ買収承認に関し、ﾏｲｸﾛｿﾌﾄは両社の競争法違反で欧州に苦 

情を申立て（２月） 
・ﾄﾞｲﾂ証券取引所は、EU が NYSE との合併を認可しなかったことを不服 

とし（３月）、欧州司法裁判所に提訴（６月） 
・ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞは、国際決済手数料が EU 競争法違反とする欧州委員会決定 

（2007 年）を不服として控訴したが、５月に裁判所が決定を支持。８月

に欧州裁判所に提訴。 
・IAG による BMi 買収の承認を不服として、ﾊﾞｰｼﾞﾝｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ航空が提訴（９

月） 
 

② 制裁金支払い命令 
・欧米とｱｼﾞｱとの物流に関し 14 社が国際航空貨物事業でｶﾙﾃﾙを結んでいた

として、13 社に総額 1.7 億ﾕｰﾛの制裁金支払いを命じた。日本企業の中国

法人が３社含まれている。（４月） 
 

③ 調査など 
・ｽｲｽの資源大手２社の合併計画につき、欧州委員会が正式な届出を要請（２

月） 
・米国 UPS の蘭 TNT 社買収計画で欧州委員会が本格調査に着手（７月）
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し、両社に異議告知書を送付（10 月） 
・米ﾏｲｸﾛｿﾌﾄが欧州委員会と合意した改善策不履行の疑いがあるとして欧州

委員会が調査を開始（７月） 
・ﾛｼｱのｶﾞｽﾌﾟﾛﾑが中東欧諸国で独占的地位乱用による価格操作を行ってい 

る疑いで正式調査を開始（９月）。ﾌﾟｰﾁﾝ大統領は対抗策として、戦略的企

業への保護強化を内容とする大統領令を発出。 
 

④ 承認案件 
・ｿﾆｰの EMI グループ音楽出版部門買収計画を承認（４月） 
・米 J&J のｽｲｽ医療機器大手ｼﾝｾｽ買収を承認（４月） 
・仏電力最大手 EDF による伊電力２位ｴｼﾞｿﾝの買収計画を承認（５月） 
・ｽｲｽの ABB が米ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社ﾄｰﾏｽ&ﾍﾞｯﾂを買収する計画を承認（５月） 
・BP、ﾄﾀﾙなどｴﾈﾙｷﾞｰ５社が LNG 生産事業を共同で行う計画を承認（５月） 
・米電子部品大手ｹﾒｯﾄの NEC ﾄｰｷﾝ経営権取得計画を認可（７月） 
・米自動車部品大手のﾃﾞﾙﾌｧｲ子会社による、ﾌﾗﾝｽのｺﾈｸﾀ大手の自動車部品 

部門の買収計画を認可（７月） 
・英国ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大手 GKN の瑞ﾎﾞﾙﾎﾞ航空宇宙用ｴﾝｼﾞﾝ部門買収計画を承認

（９月） 
・ｽﾍﾟｲﾝ政府によるﾊﾞﾝｷｱ救済を暫定承認（９月） 
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ G による英 EMI のﾚｺｰﾄﾞ部門買収計画を条件付きで承認

（９月） 
 
 
７．CSR／非財務の reporting 
  
（１） 全般 

金融危機の教訓を踏まえ、財務一辺倒の情報開示を改めようとの動きがある

一方で、企業業績の悪化から企業の負担増を嫌気する動きも強まっている。こ

うした状況の下で、欧州委員会によるﾙｰﾙ化は原則主義をﾍﾞｰｽとした緩やかな

ものにするとの方向になりつつあるものの、検討に時間がかかっている。 
GRI は、新たな枠組み案を示しているが、企業の負担を大幅に増加させる

方向となっており、各方面から厳しい評価を受けている。 
一方、「統合報告」に関する IIRC の動きへの注目は高まっており、ｺﾝﾊﾞｰｼﾞ

ｪﾝｽの不調で当面のﾘｿｰｽの振り向け先を探していた４大監査法人の思惑とも一

致して、協力関係が強化されている。 
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（２） IIRC の統合報告ｱﾌﾟﾛｰﾁ 
注目が高まっているのは、 IIRC(International Integrated Reporting 

Council)。財務と非財務を統合した報告の枠組み作り。これまでの特定の社会

的価値の実現を背景とするｸﾞﾙｰﾌﾟではなく、会計、企業の発想を原点として、

投資家を主たるﾕｰｻﾞとし、財務情報以外の要素を重視しようとするｱﾌﾟﾛｰﾁで、

英国の A4S（Accounting for Sustainability）と GRI（Global Reporting 
Initiative）が 2010 年７月に共同事務局となって創設した。 

2011 年９月に統合報告に関する Discussion Paper を発表し、企業を「価値

創造ﾒｶﾆｽﾞﾑ」ととらえる考え方、価値創造の源泉としての６つの資本（財務資

本、製造資本、自然資本、人的資本、社会的資本、知的資本）、５つの Guiding 
Principles と６つの Content Elements を示した。また、具体的な企業におけ

る先進的な取り組みを促すべく、２年間の Pilot Ploject を 2011 年に開始。70
社以上（日本からは武田薬品、昭和電機、新日本監査法人の３社）が参加して、

９月には Project の中間的な成果報告と方向性を議論する会合が開かれた。 
また、Discussion Paper の中でさらに詳細化が必要となる５つの分野

（Materiality, Connectivity, Capital, Value, Business Model）については、

内容を詳細化するための project を５月以降協力組織を募って実施。全体の柱

となる Connectivity（企業の価値創造にとって主要な要素のつながりを明確

にし、ﾄｰﾀﾙなｽﾄｰﾘｰを描く考え方とその方法）のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについては、WICI
（World Intellectual Capital/Assets Initiative; 日米欧の関係者のﾈｯﾄﾜｰｸ。

METI が創設ﾒﾝﾊﾞｰとして参加し、議論をﾘｰﾄﾞ。）が協力組織となって内容を検

討している。 
  ９月に行われたﾊﾟｲﾛｯﾄ企業の会合で配布され、その後公表された統合報告

のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ文書は、これまでの WICI や METI からのｲﾝﾌﾟｯﾄの成果を十分に

反映して、価値創造、ｽﾄｰﾘｰ化、全体の total picture の提示、原則主義といっ

た内容になっている。 
  2012 年末から 2013 年初にかけて、これらのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果文書を公表し

た上で、2013 年春から夏に Framework 文書の草案を公表して幅広く意見を

募り、2013 年中に提案としてまとめることを目指している。 
日本からは、東京証券取引所、日本公認会計士協会が参加。世界では、IASB

をはじめとする国際組織や４大監査法人などが関与の程度を強めており、関心

の高まりがうかがえる。11 月には東京で IIRC の Council 会議を開催。 
作業が進展し、関心が高まる一方で、内容についての争いも顕著になってき

ており、投資家中心の経済的ｱﾌﾟﾛｰﾁに対して、社会的な susutainability を重

視したい勢力からの巻き返しを図る動きも強くなっている。特に IIRC がより

幅広い認知を求める観点から Rio+20 で周知活動を行った結果として、ESG
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や CSR 関係者がより強い声をｲﾝﾌﾟｯﾄするようにもなってきている。しかし、

上記の９月のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ文書では、価値創造、経済面中心の記述となっており、

共同事務局である GRI のｱﾌﾟﾛｰﾁ（後述）とは大きな溝ができつつある。また、

関心を持っている財務関係の団体（IFRS など）の思惑は、あくまで財務報告

の補足としての位置づけである点も懸念される。 
また、事務局組織には、各団体や監査法人などからの派遣で働いている者が

多いこともあり、ひとつの文書をまとめていくことに多くの時間がかかり、ま

た、会計出身の人たちが多いことで単純化したｱﾌﾟﾛｰﾁを好む傾向があることが、

本来複雑な内容とならざるを得ない統合報告の考え方とどのように折り合い

をつけていくのかも、今後注目される。 
  

（注１） A4S:ｲｷﾞﾘｽのチャールズ皇太子が環境資産・自然資産の消費（による企業活動の

賦課）の見える化（財務諸表への記載）の観点から開始したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。 
（注２） Discussion Paper の作成の上で参考にされたのは、南アのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、IASB の

Management Commentary に関する実務文書（2010 年 12 月）、PWC(Price 
Waterhouse & Coopers)の提案、WICI の新たな Business Reporting の枠組み、

A4S の CRF（Connected Reporting Framework）、GRI など 
（注３） Guiding principles は、「戦略に焦点を当てること」「未来志向であること」「ﾋﾞｼﾞ

ﾈｽﾓﾃﾞﾙと内的外的要因の結びつき方を示すこと」「ｽﾃｰｸﾎｰﾙﾀﾞｰの関心に答えるも

のであること」「有意義で信頼性に足りかつ簡潔であること」 
（注４） Content Elements は、「組織概要とﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ」「機会とリスクを含む事業環境」

「戦略目標と目的達成のための戦略」「ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽと役員報酬」「各種の資本へのｲﾝﾊﾟ

ｸﾄを含む量的質的ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ」「将来の見通し」 
（注５） 南アではﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ証券取引所が上場企業450社に対して2011年２月期から統合

報告書を義務化している。この背景となったのが、「統合報告の枠組みに関する

Discussion Paper」であり、財務と非財務の要素を単なる結合ではなく「ｽﾃｰｸﾎｰ

ﾙﾀﾞｰに対して組織の簡潔な見解を提供し、戦略・ﾘｽｸ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽに関する情報

を統合し、それらを社会・環境・経済・財務の課題に関係づける」ことを求めて

いる。 
 
（３） 欧州委員会（域内市場総局等）のｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 

欧州委員会では、域内市場総局を中心に「非財務情報の開示」に関する方針

を策定しつつある。2011 年４月にとりまとめたﾊﾟﾌﾞｺﾒを踏まえて、2012 年前

半に発出されることが予想されていた何らかの法制化提案を含む指令案は、

2012 年末までには発出される可能性が高い。これまでの議論では、原則主義

（開示の義務を設けるが、詳細は定めない）をとる、義務に従わない場合は説
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明する、基準や指標を作成することはせずどの枠組みで開示するかは企業が選

択する、といった方向性が共有されつつある。しかし、開示の制度化自体が自

己目的化しつつあり、企業総局が引っ張ってきた競争力を重視した内容ではな

く、中身には立ち入らない broad な枠組み法となる可能性もある。 
他方、ﾄﾞｲﾂは、こうした規制に反対しており、対抗策として German 

Sustainable Development Code を設定。より開示内容が充実する方策を模索

している。 
また、2011 年 10 月に発表された CSR 戦略に関する新たなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文書 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5752&lang=en 

の中でﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨの１つとされた人権分野については、２月に企業総局が 2012
年中をめどとして「UN ﾋﾞｼﾞﾈｽと人権に関する指導原則」実施のためのｶﾞｲﾀﾞ

ﾝｽを発出することとした。中小企業の意識向上のためのものと、職業紹介事業、

石油・ガス業界、ICT の３ｾｸﾀｰを対象とするｶﾞｲﾀﾞﾝｽの計４つが予定されてい

る。 
このうち中小企業に関する人権ｶﾞｲﾀﾞﾝｽは夏にﾄﾞﾗﾌﾄが示され、９月まで

public consultation が行われた。 

http://www.global-csr.com/comments_draft_eu_guide.html 

 

（４） OECD 
OECD は、2011 年から２年間のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして「新たな成長源泉―無形資

産」を開始。2012 年５月の閣僚理事会では中間報告を提示した。Reporting
については、主に叙述的な報告によって非財務要素・知識資本の評価を改善す

ることが priority であること、WICI など民間ﾍﾞｰｽの（幅広い視野の）枠組み

があるが、ESG など他の（特定分野に関する）ﾚﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｺﾝｾﾌﾟﾄによって十分

な発展ができていないこと、いくつかのｾｸﾀｰ別 KPI をﾍﾞｰｽに無形資産を報告

に盛り込んでいくことが企業のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを助けること、などを述べている。

2013 年春には最終報告が示される。 
 
（５） GRI（Global Reporting Initiative） 

GRI は、６月、現在の reporting framework である G3 の改定版としての

G4 の案を公表して意見聴取を行った。今回の意見聴取は、従来の仕組みから

の変更部分（materiality への力点、supply chain 全体を通じた考え方、

management approach の重視など）に絞ったもの。これらの変更の趣旨は、

従来の G3 の欠点を補正する意味で方向性としては望ましいが、materiality
と言いながら、GRI が material だと考えるような社会・環境のﾄﾋﾟｯｸへのｲﾝﾊﾟ

ｸﾄを重視していること、suply chain 全体に対象を広げようとするあまり、通

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5752&lang=en
http://www.global-csr.com/comments_draft_eu_guide.html
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常の企業では関知しえないような部分までの詳細なﾃﾞｰﾀを求めていること、開

示項目や指標が極めて多岐にわたり、企業の開示ｺｽﾄを大幅に増加させるもの

になること、など懸念点が著しく多い。 
  加えて、GRI は IIRC の共同事務局でありながら、G4 の最終発表は IIRC
の枠組み文書の発表と競合する時期（2013 年春）を予定しており、両者の関

係がしっくりいっていないことで、企業が混乱させられる結果になることも

懸念される。 
 

（６） 今後の動きと対応 
ESG などへのﾊﾞｲｱｽが最も小さいという意味で、IIRC の動きが注目される。

これまでの様々な要請に基づき作成されてきた多数の報告書の作成負担が軽

減され、かつ、長期の投資家を中心とする「企業の持続性」を重視するｽﾃｰｸﾎ

ｰﾙﾀﾞｰとの有意義な対話を可能にする効果とともに、企業自身が自らの強みを

自信をもって主張するためのﾂｰﾙとなることが期待される。 
IIRC の動きには、当初から GRI も強くｺﾐｯﾄしていただけに、欧州委員会も

早期に結果を出すことを期待していたが、GRI との競合関係が明確になりつ

つあり、また、枠組みの提示は最速でも 2013 年であり、早期に何らかの非財

務開示に関する法制化を実現したい欧州委員会の作業ｽｹｼﾞｭｰﾙとあわなくなっ

てきている。このため、欧州委員会の文書においても IIRC への言及はあって

もその位置づけは後退しつつあり、むしろ欧州委員会は独自のきわめて緩やか

非財務情報開示に関する法制化提案を近々行う可能性が高まっている。 
したがって、短期的には、欧州委員会の法制化において、各企業が自由度の

高い形で、また（日本企業の場合に）追加的なｺｽﾄを伴わない開示が認められ

るようになることが重要。 
その場合でも、段階的に内容を詳細化していく法制化のｱﾌﾟﾛｰﾁが取られる可

能性があることを見越して、その場合に影響力が大きくなると考えられる IIR 

C の議論において、日本的な経営手法の良さをそぐことなく、かつ、開示ｺｽﾄ

削減やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの円滑化を実現できるような枠組みでの合意が行われること

が重要になる。 
 
 
８．知的財産 
 
（１） ＥＵ単一特許 

2011 年３月に 25 カ国が承認して新制度の導入が確定した EU 単一特許制

度に関しては、紛争に関する裁判所の場所に関して本部機能をﾊﾟﾘにおき、特
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定分野事案を扱う専門の期間をﾛﾝﾄﾞﾝとﾐｭﾝﾍﾝに置くことで合意が成立し、

2014 年にも単一特許制度が創設されることとなった。 
 
（２） ACTA 

難産の末 2011 年に合意が成立した ACTA（模倣品海賊版防止条約）につい

て、EU は 2011 年 12 月に参加を承認し、2012 年１月に EU 及び 22 加盟国

が署名した。しかし、市民団体の間でﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰや言論の自由の制限への懸念が

広がり、欧州議会もこれに呼応。欧州委員会は、４月に ACTA の EU 法整合

性について欧州司法裁判所に判断を求めることとし、そのお墨付きを得て議会

を説得する姿勢を示した。一方欧州ﾃﾞｰﾀ保護監視官局は、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ及び個人情

報保護の観点から EU 法に抵触するとの見解を示した。 
これらを受けて欧州議会は、司法裁判所の判断を待つべきとの欧州委員会か

らの要請にもかかわらず、６月の国際貿易委員会に続き、７月４日の本会議で

ACTA の批准案を圧倒的な多数で否決。欧州議会が加盟国が承認した国際条約

を初めて否決する例となった。これに対して欧州委員会のﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員（貿易担

当）は、EU 司法裁判所の判断を待って対応を検討すると述べている。 
ACTA は６カ国が批准すれば発効するため、EU の批准がなくても発効は可

能だが大きな市場を有する EU が批准しないことのｲﾝﾊﾟｸﾄは大きい。欧州委員

会は、引き続き批准に向けた意欲を示しており、議会のﾒﾝﾊﾞｰが新しくなる

2014 年夏以降に再度議論するのが現実的との見通しを持っている。 
  欧州議会は、ﾘｽﾎﾞﾝ条約の下で自らの権限、存在感を示すための格好の材料

として ACTA を使った形になった。 
 
（３） 著作権 

欧州委員会は７月、著作権の共同管理と越境ﾗｲｾﾝｽに関する指令案を発表し

た。著作権管理団体に、技術的能力、著作権使用料の支払い迅速化などを義務

付ける内容になっている。 
 
（４） その他 

７月に公表されたところによれば、2011 年に EU において押収された模倣

品や海賊版は、1.1 億件、13 億ﾕｰﾛ相当となり、中国製が全体の４分の３を占

めた。最も多かったのは医薬品、次いで、包装資材、たばこなど。 
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９．日 EU の EIA（経済統合協定） 
 

（１）これまでの全体的な流れ 
① 2011 年５月の定期首脳協議まで 

2009 年の首脳会議での合意に基づき、いくつかの非関税案件（のちに４

つに特定）の作業が開始。2009 年 10 月の韓 EU の FTA 仮署名で、日本産

業界からの FTA 待望論が高まり、2010 年の首脳会議での共同研究開始を目

指したが、独仏伊などの反対のため実現できず、合同ﾊｲﾚﾍﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟの下での

共同検討作業（関税も含む）を行い、2011 年の首脳会議で次のｽﾃｯﾌﾟを決定

することに合意。 
当初の４案件については 2010 年 12 月に合意したが、合同ﾊｲﾚﾍﾞﾙ会合を

通じて EU 側は非関税案件（27 項目）を提示。日本側はいくつかの進展を

もって 2011 年の首脳会議での交渉開始を目指したが、欧州側は先送りの姿

勢を続けた。2011 年３月の震災を機に、英国を中心に日本へのｺﾐｯﾄﾒﾝﾄが必

要との認識が EU 内で広がり、早期交渉開始合意に動き出したが、独仏は

依然慎重姿勢を続けた。このため、結果的に 2011 年５月の定期首脳会議で

は、EPA 交渉開始のためのﾌﾟﾛｾｽの開始、ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業の実施、交渉権限の

取得を並行して実施、との点が合意された。 
これに先立ち、議会では日本のﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞが功を奏し、日本のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄを前

提としてＥＩＡ交渉を支持する決議が可決された。 
産業界では強い反対の自動車業界（ACEA）の影響でﾋﾞｼﾞﾈｽﾖｰﾛｯﾊﾟは反対。

欧州ﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会（EBC）は賛成。産業別では、化学工業連盟、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾖｰﾛ

ｯﾊﾟなどが賛成していた。 
 

② ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業とﾏﾝﾃﾞｰﾄ獲得に向けた動き 
2011 年７月から開始されたｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業では、取り上げる項目、野心の

ﾚﾍﾞﾙにつき検討。当初作業目標とした 2011 年 11 月の G20 の際の交渉開始

合意は実現できなかったが、欧州側は次第に作業の進展を評価。特に産業間

対話や行政刷新会議を通じてEU側のNTM要望項目のいくつかが解決され

る状況に満足し、2012 年５月にｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞの終了を宣言した。欧州委員会は、

ﾏﾝﾃﾞｰﾄ文書を各国に提示し、EIA に好意的なﾃﾞﾝﾏｰｸが議長国を務めている間

の６月の欧州理事会で前向きなﾒｯｾｰｼﾞを出して７月初の定期首脳協議を目

指した。しかし、自動車業界の反対ﾛﾋﾞｰは激化し、それを受けたﾀﾔｰﾆ委員（産

業担当、伊出身）の反対のため欧州委員会内部での手続きが遅れ、ﾏﾝﾃﾞｰﾄ

案の決定は７月中旬にずれ込んだ。このため、6 月末の欧州理事会の結論文

書では、英国などが積極的に交渉開始に向けたﾒｯｾｰｼﾞを示そうとしたが、日
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本との関係は「貿易関係の強化に向けた作業を継続する」との記載にとどま

った。 
欧州委員会が決定したﾏﾝﾃﾞｰﾄ案は７月下旬の貿易政策委員会（TPC:欧州

委員会と各国貿易担当との会合）で各国に示され、９月中旬から議論が再開

された。 
 

③ 主な背景状況 
   ここまでの過程で、EIA への支持の動きの背景となったのは、 

１）ﾌﾗﾝｽ最大関心事項のひとつであった牛肉の輸入再開に向けた検討の開 

始。（2011 年 12 月から）、 
２）調達における透明性向上の努力＝英語ｻｲﾄを立上げ（11 年４月）と具体

的なｴｱﾊﾞｽなどの成功事例の浸透、 
３）ﾕｰﾛ危機を通じて成長論が再認識され、貿易自由化＝海外市場・資本の

重要性の認識が拡大したこと、 
４）WTO 活動の停滞による二国間交渉への意識の高まり、 
５）行政刷新会議などを通じてこれまでになく各省が検討を進め、自動車 

整備工場、食品添加物、酒の卸売免許、ｴｱﾊﾞｯｸﾞに関する規制などで進展

があったこと、 
６）産業間対話において予想を超えて日欧の産業界が関心を共有できるこ 

とがわかったこと 
  など。 

一方、交渉開始への道のりが円滑に進まない原因となっているのは、 
１） 震災後増大した日本へのｼﾝﾊﾟｼｰの薄れ、 
２） ﾏﾝﾃﾞｰﾄ取得ﾌﾟﾛｾｽで主役となる加盟国（特に仏伊西蘭など）の経済停滞 
  に伴う保護主義的な意見の増大、 
３）欧州委員会主導の意思決定に権限意識から待ったをかけたがる欧州議会 

の存在とそれへの欧州産業界からの強力なﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞ、 
４）最大の理解者である英国の EU における孤立、 
５）変化を嫌うﾌﾗﾝｽの影響力が大きいこと など。 

また、TPP の進展は、欧州を前に動かす力になるとともに米欧の FTA
を加速させることにもなるが、TPP への日本の参加がなかなか実現しない

ことは、EU 側に時間的な余裕を生んでいる面がある。 
 
（２）主要なﾌﾟﾚｰﾔｰの状況 

① 欧州委員会 
2012 年に入ってもｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業における欧州委員会の姿勢は厳しく、非
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関税問題における進展、鉄道の調達に関する 2011 年 12 月の約束の履行な

どを強く求めてきた。３月のｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ会合で作業の終了にめどをつけたかっ

たが、その結果についても欧州委員会は不満であった。 
しかし、４月に日本において行政刷新会議の中間報告が示され、その中 

で欧州側の関心案件であった自動車整備工場の設置要件緩和、食品添加物の

承認、酒類の販売免許に関する規制緩和、自動車分野での国際基準の採用、

医療機器に関する規制緩和など多くのものが取り上げられ、特に最初の３案

件については、具体的な成果が近い将来に出ることが確実となったことで、

欧州委員会の姿勢が変化。ﾕｰﾛ危機の中で成長戦略の数少ないﾂｰﾙとして貿易

自由化に頼らざるを得ないという事情もこれを後押しした。 
４月下旬には、これまで EIA について慎重なｺﾒﾝﾄの多かったﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員

（貿易担当）が、公の場（欧州議会の国債貿易委員会（INTA））でﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ

なｺﾒﾝﾄを行った。 
こうした流れの中でｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業は加速し、５月末の会合では、ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

文書本体、非関税措置に関するﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ、鉄道の調達に関する文書に合意す

ることができ、これらをもって作業が終了した。この時点で欧州委員会は日

本側に説得される立場から、ﾏﾝﾃﾞｰﾄ（交渉権限）の取得に向けて日本ととも

に加盟国を説得する立場に転換した。 
その後速やかにﾏﾝﾃﾞｰﾄ文書の欧州委員会案を決定することが予定されて

いたが、ｲﾀﾘｱ及び自動車業界の強いﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞを受けたﾀﾔｰﾆ委員（産業担当）

が反対。持ち回り閣議ができなくなるとともに、閣議において主要国が反対

してﾏﾝﾃﾞｰﾄ案が否決されるﾘｽｸを恐れ、欧州委員会は閣議を７月中旬に設定

して、その間主要委員への根回しを行った。 
７月初には日本で行政刷新会議の最終報告書が閣議決定されたが、当初 

一部の文言の変更につき欧州自動車業界が煽ったことを受けて「後退ではな

いか」との懸念を持った欧州委員会も一応は納得し、これを説得材料に使う

ことになった。 
ぎりぎりまでﾀﾔｰﾆ委員との折衝が続けた結果、７月 18 日にﾏﾝﾃﾞｰﾄを欧州

委員会の閣議で決定し、７月 27 日に貿易政策委員会で説明して、加盟国と

の実質的な議論を９月中旬から開始。 
しかし、協定の実施については、７月にﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員が「交渉開始から批  

准までに５年程度かかる可能性」に言及し、９月にはﾄﾞｩﾏﾙﾃｨ貿易総局長が

「協定（の実施）は早くても 2018 年」と述べるなど、長期戦を想定してい

る者もある。 
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② 欧州理事会及び貿易政策委員会（TPC） 
２月の TPC では仏などいくつかの国が具体的な成果がないとして不満を

表明。３月の外務理事会の議論では、欧州委員会も含め慎重論が多く、ﾃﾞｸﾞ

ﾌﾄ委員は、多くの NTB について日本が動くことをﾍﾞｰｽにｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞを終える

かどうか決める旨発言した。このように、４月までの加盟国の会合では、ｽ

ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業の進捗状況についての欧州委員会からの説明がﾈｶﾞﾃｨﾌﾞだった

こともあり、英蘭などの EIA 推進派の声は少数派で、独仏伊などの消極派

に加えて、中小国も消極姿勢が強かった。 
５月に入り、TPC での欧州委員会の説明がﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなものになると、独

仏伊がﾏﾝﾃﾞｰﾄ付与手続きに入ることに明確な反対を示した。月末の貿易理事

会で欧州委員会はｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ報告書を各国に提示した際にも独仏伊から慎重

な意見があった。 
９月の貿易政策委員会では、独、仏、伊、西、希、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、ｽﾛﾊﾞｷｱなど

が非関税障壁（NTB）での日本の更なる対応を求め慎重な姿勢を示したの

に対し、英、瑞、蘭、ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞなどは、NTB の成果は、交渉を通じ

て得られるものとして、11 月の貿易理事会でのﾏﾝﾃﾞｰﾄ（交渉権限）付与を

主張。 
各国からの意見は９月末に締め切られ、11月 29日の貿易理事会で閣僚ﾚﾍﾞ

ﾙでの議論が行われる。 
 

③ 欧州議会 
５月中旬からｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業の終了が視野に入り、ﾏﾝﾃﾞｰﾄの議論が近付い 

たことから、自らの影響力を示したい欧州議会は、新たな決議に向けた動き

を本格化。欧州自動車業界の激しい反対ﾛﾋﾞｰに対し、従来からの日本側ﾛﾋﾞ

ｰｲﾝｸﾞも踏まえて EIA に積極的な議員との間で意見が対立。 
ﾄﾞｲﾂの議員などを中心とする前者は、ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業の結果に対するﾚﾎﾟｰﾄ

の作成を長期間かけて行うことを主張し、後者はすぐにﾏﾝﾃﾞｰﾄ付与を認める

べきとの主張で対立。両者の妥協の結果として、６月に「議会が意見を言う

までは交渉開始ﾏﾝﾃﾞｰﾄを付与すべきでない」旨の決議を圧倒的多数で可決し

た。同時に賛成派は（ｶｻﾞｯｸ議員を中心に）、ﾏﾝﾃﾞｰﾄ案に対する決議を早期に

採択すべく動き始めた。 
   決議に法的拘束力はないため、欧州委員会や欧州理事会がこれに縛られ

ることはない反面、議会の意見を無視してﾏﾝﾃﾞｰﾄが決まることになると、

議会もその後の批准に向けて反対せざるを得なくなり、欧州委員会として

も困った立場に立たされることから、ﾏﾝﾃﾞｰﾄ決定の時期（10 月から 11 月）

を見据えて、議会がその前に意見を表明することにより、両者の顔が立つ
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ようにしたものである。したがって、反対派にとっても十分な決議とは言

えないが、欧州委員会との権限関係をより重視したものと解釈される。 
   ﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員は、この決議の直前に「9 月までに議会が意見を示さないなら、

交渉ﾌﾟﾛｾｽに入る。」との強い調子での発言しており、両者の顔が立つ方策

を強力に示唆していた。 
ｶｻﾞｯｸ議員は６月末時点で新たな決議案（ﾏﾝﾃﾞｰﾄ案に対する意見）を今後

のｽｹｼﾞｭｰﾙとともに提示。日本との関係強化の経済的必要性、日中韓 FTA や

TPP に遅れを取るべきではなく、交渉開始ﾏﾝﾃﾞｰﾄを付与すべきとした。同

時に、非関税問題や調達についての日本の高いﾚﾍﾞﾙでの努力を求めており、

交渉中にそれが不十分な場合は、議会・理事会の意見を聞いてから交渉を停

止すべきこと、ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業で合意されたﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを上回るｺﾐｯﾄを得ること、

ｾﾝｼﾃｨﾌﾞ分野での競争激化への適用に十分な時間を与えるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞと調達及

び非関税の障壁除去とのﾘﾝｸ、などが書かれている。 
国際貿易委員会（INTA）には、７月中旬に正式に提案された。７月の INTA

の会議では、ECR 及び ALDE が賛成、S&D 及び EPP、特に独のｶｽﾊﾟﾘ議員、

伊の Susta 議員など自動車業界のﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞを強く受けている人が否定的だ

った。また、賛成派も交渉開始後１年経過した時点で日本の努力が不十分な

ら交渉を中断するとのﾚﾋﾞｭｰ条項に賛成した。 
９月には、INTA 委員長主催のｾﾐﾅｰ（双方の産業界も参加）や日本に関す

るﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ会合（欧州のいくつかの産業界が参加）でも、欧州自動車業界以

外は賛成との方向性が明確になった。また、欧州委員会のﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな説明に

加え、ﾏﾝﾃﾞｰﾄの付与が議会による決議後になる見通しが立ち、議会としての

ﾒﾝﾂが立つ状況になってきたことから、各会派は交渉開始には前向きな姿勢

を示し、交渉の過程でも意見を言う機会を確保するとの方向に転換した。 
ﾏﾝﾃﾞｰﾄ文書に関する決議については、93 の修正案が出され、ﾏﾝﾃﾞｰﾄ付与

に反対するもの、特定の非関税問題における明確な進展を交渉継続の条件と

することを求めるもの、捕鯨などにかかわるものも含まれていた。 
なお、日本側産業界を中心としたﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞでは、賛成派への資料の提供 

と説得に加え、主要な議員とのﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ、懇談を頻繁に実施している（ｶﾙﾆｴ

ｯﾃ議員、ﾊｰﾊﾞｰ議員、ﾏｰﾃｨﾝ議員―産業界（２月）、ｶﾏﾙ議員―自動車業界（５

月）、ﾊｰﾊﾞｰ議員、ｶｻﾞｯｸ議員、ﾌﾞﾛｯｸ外交委員長、ｼｬﾙﾄﾞﾓｰｾﾞ議員、ｻﾞﾙﾊﾞ議員

―IT 業界等（６月）など）。 
 

④ 各国 
賛成派の中心は引き続き英、蘭、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾃﾞﾝﾏｰｸなど。２月下旬には英

蘭が伊西なども巻き込んで 12 か国の首脳が共同書簡をﾊﾞﾛｰｿ委員長及びﾌｧﾝ
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ﾛﾝﾊﾟｲ常任議長に対して発出。成長戦略としての８分野を示し、日本とのFTA
交渉を（条件つきで）夏までに開始すべきとしたが、これは実現できなかっ

た。 
http://www.number10.gov.uk/news/joint-letter-to-president-van-rompuy-and-presiden

t-barroso/ 

反対派の中心となってきたのは独仏伊だが、特に仏伊の状況は引き続き 

厳しい。 
 

伊では、思わしくない経済状況、雇用への悪影響の懸念から、ﾓﾝﾃｨ首相は

３月末の日伊首脳会談でも、日本のさらなる努力を求める厳しい発言を行っ

た。また、8 月末に伊を訪問したﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員に対しても、厳しい発言を続け

ている。産業界では経団連を脱退したものの引き続き影響力の大きい FIAT
の反対のため、経団連も厳しい姿勢を崩すことができないでいたが、９月の

欧州議会国際貿易委員会のｾﾐﾅｰに出席したｲﾀﾘｱ経団連は、（交渉開始）１年

後の見直しﾌﾟﾛｾｽへの参加や交渉終了前のｲﾝﾊﾟｸﾄｱｾｽﾒﾝﾄの再実施を主張して

おり、交渉開始自体には反対を述べなかった。一方、９月末の貿易政策委員

会では、伊の代表は仏とともに交渉開始に向けた詳細な条件を示した。 
独では、自動車産業の声が経団連の消極姿勢の中心となっており、４月 

初の日独電話首脳会談でもﾒﾙｹﾙ首相は、FTA の重要性への賛意とともに日

EU 双方が柔軟性を示すべきとし、日本側のさらなる努力を求めた。一方独

の４大産業の一つである電機の業界団体である ZVEI は、８月にﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾍﾟ

ｰﾊﾟを発出し、すべての非関税障壁の除去を成功の条件とする旨示した。従

来 ZVEI は消極姿勢だっただけに、慎重ながら賛成に転じたことは、その後

の経団連の議論でもﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな影響を与えているが、現時点ではｺﾝｾﾝｻｽは形

成されていない。ただし、独で本当に EIA のﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな意義を感じている

産業界は少なく、依然として自動車業界の強い反対の影響力は大きい。それ

でも９月末の貿易政策委員会ではこれまでよりは前向きなﾆｭｱﾝｽでの発言が

あった。また、産業界では自らが保護主義と批判されることへの警戒、TPP
に取り残されるﾘｽｸなどへの警戒も出始めている。 
依然として最大の反対派は仏。５月までは大統領選挙への影響を恐れて 

何ら方針決定ができず、それ以降は自動車業界の不振、国内雇用問題の深刻

化を背景に保護主義的姿勢を強めており、EIA にも反対の姿勢を崩していな

い。上記の牛肉輸入自由化問題の動きだけでなく、ﾄﾖﾀや東レなど大規模な

新規投資案件も次々と生まれているが、ｵﾗﾝﾄﾞ政権は、「新政権になってから

の成果が必要」とさらにﾊｰﾄﾞﾙを上げている。 
８月には韓国からの自動車輸入急増に関して欧州委員会に「監視」措置の

http://www.number10.gov.uk/news/joint-letter-to-president-van-rompuy-and-president-barroso/
http://www.number10.gov.uk/news/joint-letter-to-president-van-rompuy-and-president-barroso/
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適用を求めたが、欧州委員会は拒絶（10 月）。仏政府は遺憾の意を示した。 
９月には仏ﾌﾞﾘｯｸ大臣が、（EIA に限らず一般的に）FTA を受け入れる条

件として、相互主義、仏の雇用へのﾌﾟﾗｽの効果、社会・環境要求への配慮、

効果的なｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞの４条件を記したｺﾐｭﾆｹを発表。欧州委員会だけではなく

英独伊などにも呼びかけている。そうした中で、牛肉の輸入に関するﾌﾟﾘｵﾝ

調査会の９月の報告、ﾊﾟﾌﾞｺﾒの結果を受けた正式報告（10 月）などの日本

での進展は、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなｲﾝﾊﾟｸﾄがある。 
それでも仏は、雇用への影響、食品・農業品分野の非関税措置（牛肉、食

品添加物等）、公共調達、医薬品を関心分野として挙げ、交渉開始遅延への

言いがかりをつけ続けている。ﾌﾞﾘｯｸ貿易大臣も含め、鉄道調達における日

欧の数字を単純な比較するなど、ﾌﾟﾘﾐﾃｨﾌﾞな議論をしており、自動車業界の

意見書も、説得力ある内容にはなっていない。 
   仏産業界の中でも、繊維、化学、電機など賛成はも出てきており（自動

車、鉄道、機械が反対）、ｵﾗﾝﾄﾞ政権も前政権よりﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな姿勢を示して

おり、９月のﾌﾞﾘｯｸ大臣のｺﾐｭﾆｹも、交渉開始自体には反対しないとの仏政

府の姿勢を暗示しているのではないかとの見方もある。 
   しかし、ﾌﾟｼﾞｮｰの工場閉鎖、人員削減の発表などでの雇用不安の深刻化

は、全体的に仏の姿勢を固いものにしている。工場閉鎖計画に関して仏政

府が専門家に依頼した調査報告書（９月）の中にも、日本との FTA が PSA
の不振をさらに深刻化させる可能性が言及されている。こうした中仏政府

は、PSA への大規模な金融支援を検討しており、既に独産業界が警戒感を

強めているが、欧州委員会がこの措置を是認するかどうかも大きな影響が

ある。 
 
 （注）食品安全委員会ﾌﾟﾘｵﾝ調査会では、仏蘭米加の 30 か月齢までの輸入解禁は現在都のﾘｽ

ｸの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できるとし、輸入規制緩和を事実上容認

する評価書案がまとめられた。ﾊﾟﾌﾞｺﾒ（10 月上旬まで）を経て厚生労働省に答申した。

今後輸入緩和への手続きが行われる見込み。 

 

⑤ 欧州産業界 
2011 年７月の経団連ﾐｯｼｮﾝ訪欧の際に、EU 首脳及び欧州産業界と会談で

合意された業界間対話は、2011 年秋以降本格化。自動車、電機、鉄道事業

者間などでも会合が持たれ、欧州側の予想を上回る成果を上げた。３月には、

経団連、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾖｰﾛｯﾊﾟの声掛けで、各産業団体を集めた会合が実施された。

自動車、電機、化学、医療機器、繊維、食糧、ｻｰﾋﾞｽ各業界が参加。全体的

に FTA 交渉については前向きなｺﾒﾝﾄが多かった。 
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欧州側からの具体的な要望としては、ｵｰﾌﾟﾝなﾒﾝﾀﾘﾃｨの必要性（化学）、

規制の国際基準への適合（自動車）、第三国での規制への対応での協調（電

機）、品質管理・ﾗﾍﾞﾙ・試験ﾃﾞｰﾀ活用などの相互承認、ｿﾌﾄｳｴｱの標準化（以

上、医療機器）、ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ・規制物質・靴の quotaと高関税率（以上、繊維）、

牛肉や酪農製品など一部品目の高関税・添加物のための一部ﾁｰｽﾞの輸出不

可（以上、食糧）、日本郵便・通信・保険・銀行の閉鎖性・自治体の規制（以

上、ｻｰﾋﾞｽ）などが挙げられた。 

４月上旬の BRT では、ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ作業の加速と EU 側のﾏﾝﾃﾞｰﾄ取得手続き

を促す声明が発表され、徐々に前向きな動きが増大したが、５月以降の自動

車業界はさらに強力な活動を実施。自動車部品業界を巻き込んで EIA への

反対を示す声明を発表し、それを踏まえた文書をﾋﾞｼﾞﾈｽﾖｰﾛｯﾊﾟからも発出さ

せた。 
しかし、日本産業界からの声掛けなども功を奏し、７月に EPP（欧州議

会の１会派）が開催したﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでは、多くの産業界が参加し、自動車業界

以外の欧州産業界はすべて賛成した。さらに、IT 業界などからのｲﾝﾌﾟｯﾄに

より、９月のﾓﾚｲﾗ委員長主催の欧州議会ｾﾐﾅｰに際しては、IT、化学、貿易、

ｻｰﾋﾞｽ、商業、ｽﾎﾟｰﾂ用品、食品、文化、ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、医薬品の 10 業界が連名

で交渉開始を求める声明を発表した。なお、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業界は、FTA には

全般的に賛成だが、日本との FTA については関心が限定的との声明を９月

に発出した。 
   唯一の反対派となっているのは自動車業界（ACEA）だが、中でも特に

aggressive なのは、７月に工場の一部閉鎖と 8000 人規模の人員削減を含む

組織再編計画を発表した PSA、７月に伊の１工場の閉鎖を発表した FIAT
など。経済の停滞と競争力のなさを踏まえた自らの業績不振によるﾘｽﾄﾗを

理由に、新たな FTA に反対するという筋の通らない議論を展開している。

また、米国に軸足を移しながら、ｸﾗｲｽﾗｰの会長を兼ねる FIAT のﾏﾙｷｵﾝﾈ氏の

動き、欧州での EIA 反対の先頭に立っている欧州ﾌｫｰﾄﾞの動きなど、米国自

動車業界の影響力が強く感じられる。 
   その ACEA は、９月の議会での日本に関するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ会合に際して新たな

ﾍﾟｰﾊﾟを提示。自動車分野における日本の非関税措置（NTM）の努力不足、

厳しい欧州の雇用情勢などを理由として、欧州理事会が日本との FTA 交渉

の開始を認めないことを求めている。しかし、この文書の内容はかなり冷

静でない説得力に欠けるものとなっており、自動車業界が孤立化しつつあ

る。 
 

⑥ 日本チームの活動 
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行政刷新会議に代表されるように、各省と官邸の連携、欧州における

JETRO と外務省、産業界の団体の連携の下、ﾊｲﾚﾍﾞﾙの政府関係者や欧州産

業界、議会へのｲﾝﾌﾟｯﾄを続け、自動車業界の激しいﾛﾋﾞｰｲﾝｸﾞの下でも、一歩

一歩交渉開始に向け前進してきている。特に、欧州委員会を納得させたこと、

議会における姿勢の柔軟化、欧州産業界から賛成の声明などは大きな前進で

ある。 
   欧州の産業界や有識者を相手にしたｾﾐﾅｰは、在外公館、JETRO など連携

して頻繁に開催しており、３月にはﾌﾞﾗｯｾﾙ及びﾛﾝﾄﾞﾝにて日 EU ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ

を開催。 
最大の難関であるﾌﾗﾝｽでも、６月には MEDEF ｾﾐﾅｰに JETRO ﾛﾝﾄﾞﾝ所長

が参加して EIA について議論。10 月にはｼｱﾝｽﾎﾟ（大学）と JETRO の共催

ｾﾐﾅｰ、ﾍﾞﾙﾘﾝでの JETRO ｾﾐﾅｰなどを開催している。 
   また、PR 資料の関係者間での共有とそのｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄを METI、JETRO な

どの共同作業で進め、６月には、簡潔版を独仏伊語に翻訳して JETRO の

HP に掲載している。 
 
（３）EIA のｲﾝﾊﾟｸﾄ 

全般的な EIA のｲﾝﾊﾟｸﾄについては、これまでの様々な分析をﾍﾞｰｽにした

影響評価に関する文書を 7 月に欧州委員会が公表。ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝｴｺﾉﾐｸｽの分析

の多くの部分をｵｰｿﾗｲｽﾞする内容となっており、野心的な自由化、日本と欧

州がともに非関税障壁を同様に撤廃していくことが、双方にとって最大のﾒ

ﾘｯﾄをもたらすとした。 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149809.pdf 

分野別では、ECIPE が２月に自動車業界に対する EIA のｲﾝﾊﾟｸﾄに関する

ﾚﾎﾟｰﾄをとりまとめた。ﾎﾟｲﾝﾄは、 
・欧州自動車危機は、輸入増加により起ったのではなく、技術力と競争力

の減少、購買人口の減少による新車販売減少等が主な要因。 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場での競争力向上には保護主義、補助金政策、政府の政策介 

入は逆効果。 

・生産設備過剰を抱える欧州ﾒｰｶが問題。10年前から生産性とｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが減

退。 

・EIAが締結は世界 GDPの約 3分の 1を網羅し、経済効果大。 

・EIAによる大規模な経済市場へのｱｸｾｽ、輸出効率性向上、技術革新やｻﾌﾟﾗ

ｲﾁｪｰﾝ改善は EU自動車産業に加え他産業部門にも利益。 

・輸入制限が産業の構造改革に貢献する、援助を求める企業に貢献すると 

言える経済的根拠は少ない。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149809.pdf
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また、仏が頻繁に指摘する日本の調達市場の閉鎖性に関しては、７月に  

ﾌﾗﾝｽのﾒｻﾘﾝ教授が各国比較の報告書を発表。それによると、公表されている

ﾃﾞｰﾀの分析によって、欧州が域外国から調達している比率は、日米などのそ

れを下回り、むしろ欧州の方が閉鎖的。日本との比較では、GDP がほぼ同

規模となる独仏２国と比較しても、同様にここ数年独仏よりも日本の方が域

外からの調達比率が高くなっている。 
 
（４）直近の動きとこれから 

① 直近の動き 
TPC では、欧州委員会が「日本との交渉開始を延ばすことは深刻な誤り」

などと強い調子でﾏﾝﾃﾞｰﾄ取得に向けた議論を展開している。ﾏﾝﾃﾞｰﾄ文書に多

くの条件の書き込みを求める仏伊と、現在の案でよいとする他の国とに分か

れてきた。特に、日本の非関税障壁の撤廃と EU の関税撤廃の同時性、１年

後のﾚﾋﾞｭｰ条項の発動要件などについてのﾏﾝﾃﾞｰﾄ案の修正が焦点となってい

る。今後は仏伊と欧州委員会との間でのﾊﾞｲのやり取りと並行して、欧州委

員会が妥協案（修正案）を TPC に提示。 
10 月の欧州理事会（首脳ﾚﾍﾞﾙ）では、英国を中心とした働きかけにより、

「今後数カ月で交渉を開始することを視野に、交渉指令への合意が得られる

ことを求める」旨が挿入され、一歩前進となった。 
欧州議会では、93 の修正案をｶｻﾞｯｸ議員が集約した案で各党と調整。直前

まで調整が続いたが、交渉開始を容認する内容の決議が 10 月 11 日の INTA
で圧倒的多数で可決され、修正のない形で 25 日の本会議でも可決された。

決議に当たっては、Digital Europe からのﾚﾀｰを含め INTA 各議員への根回

しを行うとともに、より幅広く欧州議会議員を説得するために、10 月 15 日

には EIA 特集を議会ﾏｶﾞｼﾞﾝに掲載。多くの議員からのﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなｺﾒﾝﾄが掲

載された。 
http://www.theparliament.com/digimag/issue356のpp71-83 
産業界では、10 月中旬に日本経団連の欧州ﾐｯｼｮﾝがﾍﾞﾙｷﾞｰ、ﾄﾞｲﾂ、ﾌﾗﾝｽ、

ｲｷﾞﾘｽを歴訪し、首脳等と会談。ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなｺﾒﾝﾄを得たが、ﾌﾗﾝｽでは依然と

して鉄道、航空機、自動車などの意見を踏まえて慎重な意見が多かった。そ

れでも、仏産業界の中には化学、IT など、交渉開始を求める連名のﾚﾀｰを発

出する動きがあるなど、「近々交渉がある」ことを前提に関心を持ち、声を

上げ始める業界が増加している。 
欧州委員会は、各国（特に仏伊）の説得に当たり、日本が約束したこと  

（特に非関税問題に関する行政刷新会議の報告書の内容）が着実に実施され

http://www.theparliament.com/digimag/issue356
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ることが最大の武器になると考えていることから、その動向に神経質になっ

ている。 
行政刷新会議の成果となった酒税卸売免許について、９月の通達改正の 

後、独ﾒﾄﾛ社が申請を行ったことや、また、閣議決定された自動車、通信、

医療機器、医薬品、食品添加物等の NTM が 12 月末のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの対象とな

ったこと、牛肉の輸入解禁に向けた手続きが着々と進んでいることなど前向

きな動きがある反面、牛肉の輸入解禁がまだ実現しないこと、４月の行政刷

新会議の内容から（閣議決定までに）実施時期を見直したものについて、４

月の内容が履行されていないことなどをもって、進展が不十分との言いがか

りをつける姿勢も見られる。 
仏と欧州委員会（ﾃﾞｸﾞﾌﾄ委員）との間での論争がﾋｰﾄｱｯﾌﾟしており、仏側

（ﾓﾝﾄﾌﾞｰﾙ大臣）は、10 月 23 日の声明で、韓国の輸入急増に関する監視措

置を適用しない欧州委員会の決定は遺憾として、日本との FTA 交渉開始に

必要な条件に関しすべての関係者への意見聴取を近日中に行うと述べた。 
 

② 今後の見通しと進め方 
欧州委員会としてはﾏﾝﾃﾞｰﾄ文書に実現できない条件を書くつもりはな 

く、妥協案への各国の反応によって 11 月９日の TPC（貿易理事会の準備）

で方向性を決められるかを見極めるとの姿勢。その結果 11 月の貿易理事会

で決定できない場合には、12 月の欧州理事会で政治的な意思を確認して先

に進めることを念頭に置いている模様。欧州委員会と対立状態にある仏が、

より長期の延期を求めるかどうかが最大のﾎﾟｲﾝﾄとなっている。 
それだけに、牛肉の輸入解禁の具体的日程がはっきりしてくることや、仏

政府の関係者への意見聴取に対し産業界が的確に反応することも重要度が

高い。 
また、欧州委員会は、その説得のためにも日本が約束したことを着実に実

行することが、加盟国説 得の最大の手掛かりになると考えており、11 月

末までに閣議決定に沿った何等かの「結果=実施」を示すことが重要。 
さらに、農業分野は欧州側として産業界に期待が大きいので、「農業は問

題ない」といったﾒｯｾｰｼﾞが日本から伝わることを欧州委員会は警戒しており、

特に牛肉輸入をめぐる手続きや SPS を含め、厚生労働省の手続きの遅れが

農業分野で大きな問題となるとの認識を有している。 
 
議会との関係は、基本的には交渉開始を容認する決議が 10 月に示された

ことから、ﾏﾝﾃﾞｰﾄ取得前に議会の意見を聞くことができた形になった。 
 



 62 

日 EU 定期首脳協議は、当初 2012 年春に予定されていたが、日本側が「交

渉開始合意ができないのであれば、首脳協議を行っても意味がない」との戦

略をとってきたことから、現時点でも開催時期が確定しておらず、2013 年

に入ってからとなる可能性もある。 
 また、交渉期間について欧州委員会は、2013 年初から交渉を開始して、

実質合意までに数年、その後、条文確定、仮署名、翻訳、欧州理事会の同意、

署名、議会の批准、施行に２年弱を要するものと考えている。日本側として

は、2013 年初から交渉を開始し、１年半程度（欧州委員会の任期中）に実

質合意まで進めることを目標とし、例えば 2015 年末までには施行といった

時間感覚を共有して、EU 側に求めていくことが重要になる。EU 側の想定

するようなゆっくりとしたﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙでは、産業界の欧州への関心が薄れか

ねないことも着実に伝えていく必要がある。 
   交渉においては、日本産業界として日頃の活動における困難を解決する

ため、FTA に基づき設立される（ことが予定される）ﾋﾞｼﾞﾈｽ環境委員会で

議論することを念頭に、こまめに問題点を提起していく。 
 

③ 最近の主要な動きと今後の主なｽｹｼﾞｭｰﾙ 
１０月 ９日  JETRO、ｼｱﾝｽﾎﾟ共催の EIA ｾﾐﾅｰ＠ﾊﾟﾘ 
１０月１０日  欧州議会 国際貿易委員会（決議案採決） 
１０月１１日  JETRO EIA ｾﾐﾅｰ＠ﾍﾞﾙﾘﾝ 
１０月 10-19 日 経団連訪欧ﾐｯｼｮﾝ （ﾊﾞﾛｰｿ委員長、ﾌｧﾝﾛﾝﾊﾟｲ常任議長訪問） 
１０月１５日  欧州議会ﾏｶﾞｼﾞﾝに日本特集を掲載 
１０月 18-19 日 欧州理事会（首脳ﾚﾍﾞﾙ）で前向きな結論文書発出 
１０月２３日  欧州議会本会議で決議案を議論 
１０月２４日  日伊ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟ＠ｼｼﾘｰ 
１０月２５日  欧州議会本会議で決議案を採択 
１０月２９日～１１月１日 欧州議会対日議員団が訪日 
１０月３１日？ 貿易政策委員会（次長ﾚﾍﾞﾙ） 
 
１１月５－６日 ASEM 首脳会議＠ﾗｵｽ 
１１月 ９日  TPC(局長ﾚﾍﾞﾙ＝貿易理事会の準備) 
１１月１４日  IFRI でのｾﾐﾅｰ＠ﾊﾟﾘ 
１１月 22-23 日 臨時欧州理事会（首脳ﾚﾍﾞﾙ）（ﾃｰﾏは主に予算） 
１１月２９日  貿易理事会 
 
１２月４－５日 日仏クラブ（産業間対話） 
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        １２月１０日  外務理事会 
１２月 13-14 日 欧州理事会（首脳ﾚﾍﾞﾙ） 
未定      日 EU 定期首脳協議 

    １月 １日～ 議長国がｱｲﾙﾗﾝﾄﾞに 
 
（５）主張すべき主なﾎﾟｲﾝﾄ 

 
① 日本産業界の欧州の雇用への貢献 
・自動車、電機の西ヨーロッパも含む幅広い投資と雇用機会の創出 
・欧州の厳しい経済情勢の中でも東レやﾄﾖﾀが投資拡大を発表 
・欧州の日本車の 2/3 が現地生産で輸入車ｼｪｱは欧州車の日本でのｼｪｱより小 
・韓国との違い（拠点数、現地調達） 
 
② NTM での実績 
・行政刷新会議報告の閣議決定 
・欧州の要望に応えた案件（牛肉輸入解禁に向けた９月のﾌﾟﾘｵﾝ調査会報告、  

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ） 
・ｾｸﾀｰ別会議の効果 
 
③ 日本産業界の欧州への関心 
・ﾕｰﾛや経済の将来への不安 
・完全にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化した拠点の一部としての欧州、需要地近くでの生産体制 
・ｱｼﾞｱへのｼﾌﾄの可能性、より早期に進む東ｱｼﾞｱ FTA 
・人の移動への制約、雇用関連ｺｽﾄ、環境規制、国ごとに異なるﾙｰﾙの負担 
 
④ 日本との FTA のﾒﾘｯﾄ 
・ﾏｸﾛ経済効果（７月１８日に欧州委員会が発表） 
・対日輸出だけでなく、欧州への投資・雇用の増大可能性 
・企業間連携によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 
・ｱｼﾞｱ市場への拠点、基準面での中国の台頭へのけん制 
 
⑤ その他 
・日本が５月以降５月連続で対欧州で貿易赤字になった状況 
・欧州の調達の方が閉鎖的との研究 
・日本の欧州の金融危機対策への貢献（EFSF 債、IMF） 
・欧州自動車産業の競争力に関する ECIPE の分析 
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参考資料１  産業政策に関するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文書 

（2012 年 10 月欧州委員会）のﾎﾟｲﾝﾄ 

                              
１． ４つの柱 

 
１）R&D やｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの新たな投資の円滑化 
２）域内市場の機能強化と国際市場の自由化 
３）金融への適切なｱｸｾｽの確保 

 ４）人材と技能への投資の増加 
  
２． 新技術、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの投資の円滑化 

 
（１） ６つの優先行動ﾗｲﾝ 

① clean production のための先進製造技術のためのﾏｰｹｯﾄ 
   ・欧州委員会は、2013 年にﾀｽｸﾌｫｰｽを主導。 

② key enabling technologies(KETs)のためのﾏｰｹｯﾄ 
・KETｓ（ﾅﾉｴﾚ、先進材料、工業化ﾊﾞｲｵ、ﾌｫﾄﾆｸｽ、ﾅﾉﾃｸ、先進製造ｼｽﾃﾑ）  

のための欧州戦略を実施（政策ﾂｰﾙの簡潔化、協調行動、貿易措置の活

用など） 
③ ﾊﾞｲｵﾍﾞｰｽの製品のﾏｰｹｯﾄ 

・標準の開発、国際的認知、ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞやｸﾞﾘｰﾝ調達の推進 
④ 持続可能な産業政策、建設、及び原材料 

・建設 product や process への持続可能性基準の開発（2013-14） 
・ｴﾈﾙｷﾞｰ効率の高い建物の PPP の枠組みでの具体的活動 
・特定のｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ規則の実施、ｴﾈﾙｷﾞｰﾗﾍﾞﾙの見直し（2012-） 

   ・廃棄物政策のﾚﾋﾞｭｰ（2014）を通じたﾘｻｲｸﾙ市場の拡大と回収率の増加 
   ・2012 年 11 月に原材料のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの開始 

⑤ 環境自動車 
・充電設備などによるﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ EV や HV の市場化をｻﾎﾟｰﾄ。 
・代替燃料戦略の発出。 
・水素、燃料電池の PPP、ｸﾞﾘｰﾝｶｰの PPP のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

 
⑥ ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ 

    ・ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ component の開発目標の設定。 
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    ・環欧州ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの特定。 
（２） 追加的な措置 
  域内市場の規制枠組みの改善、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ活動の協調、需要ﾘｰﾄﾞのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

の推進などのため、 
  ・欧州のｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞな製品ｻｰﾋﾞｽへの需要喚起の計画の開発と実施 
  ・workplace innovation に関するﾈｯﾄﾜｰｸの創設 
  ・標準化ｼｽﾃﾑが時代の要請にﾏｯﾁしているか否かの検証（2013 年） 
 
３． 市場ｱｸｾｽ 
（１） 域内製品市場の改善 
 ・製品安全、市場監視ﾊﾟｯｹｰｼﾞの採択（2012 年中） 
 ・ｱﾙﾐ、石油精製分野のﾌｨｯﾄﾈｽﾁｪｯｸ 
 ・防衛産業の競争力と防衛市場の効率性を支援するための包括戦略（2013 年

４月まで） 
 ・安全保障、宇宙分野の域内市場統合の加速のためのｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞの導入 
 ・医薬産業の競争力強化のための政策戦略ｱｼﾞｪﾝﾀﾞの開始 
 ・ﾊｲﾚﾍﾞﾙのﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟの創設（2012 年末まで） 
（２） 起業の促進 
 ・2012 年 11 月に起業行動計画を提案 
 ・ｳｪﾌﾞ起業家の支援のための行動目標の提案（2013 年３月まで） 
（３） 技術、統一特許、知財保護のための域内市場 
 ・細分化されている営業秘密保護の枠組みを検証し改善策を模索 
 ・2013 年に専門家会合の結論を得て、IPR の valuation と開示方法を検討 
（４） 国際市場 
 ・特に中小企業のため、TBT 通報手続きの可視性を増大 
 ・原材料外交のさらなる進展 
 ・第三国での知的財産県の執行へのｻﾎﾟｰﾄ 
 ・国際的な規制協力と convergence の推進 
 
４． 金融、資本市場へのｱｸｾｽ 
（１） 資本へのｱｸｾｽの円滑化のための公的機関のｻﾎﾟｰﾄ 
 ・欧州投資銀、欧州投資ﾌｧﾝﾄﾞと協力して、HORIZON2020 や COSME 計画

に向けられたﾘｿｰｽへの投資のためのより効率的、効果的な金融措置の実施 
 ・EIB の融資能力の拡充（2013 年のできるだけ早期） 
（２） 資本市場へのｱｸｾｽ 
  ・中小企業の金融へのｱｸｾｽの多様化、円滑化を検証（2012 年中） 
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  ・欧州ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝﾄﾞ規制の提案の早期採択 
  ・ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙの越境投資への税の障害に関する検討の完成（2012 年中） 
 
５． 人材の役割 
（１） 現在の課題としての雇用創出 
  ・欧州の雇用ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸの改善 
  ・ﾄﾚｰﾆｰのための枠組み策定 
（２） 構造改革のための技能やﾄﾚｰﾆﾝｸﾞへの投資 
（３） 求人などへの予見可能性 
  ・技能と仕事のﾏｯﾁﾝｸﾞのため、欧州多言語職業分類の開発、分野別技能理

事会及び同盟の創設 
  ・標準化された技能の認定計画の推進（2013-14） 
 
６． 結論（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽと目標） 
  これら活動の適切な実施のため 
  ・固定資本形成の GDP 比を 2015 年までに危機前水準、2020 年に 23％に。 
  ・域内市場での製品の貿易を 2020 年までに GDP の 25％（現在 21％）に。 
  ・e-commerce を行う小企業の数を 2015 年までに 33％増加。 
  することを目標とし、これらにより、GDP における industry の比率を現在

の 16％から 2020 年までに 20％に引き上げる。 
   ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽには多くの改善すべき点がある。 
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参考資料２；EU と日本の貿易関係に関するｲﾝﾊﾟｸﾄ分析ﾚﾎﾟｰﾄ（欧州委員会 12 年７月） 
 
１． まえがき（手続き面、タイミング） 
 過去の研究に加えて行った分析（より詳細な NTM 撤廃の貿易投資効果、雇用、CO2 排

出などへの影響）の説明など 
 
２． 問題定義 

（１） 低迷する日 EU 間の貿易とその要因 
（２） 現状の問題点：潜在力を生かせていない、消費者への悪影響、労働コストや厚

生への影響 
（３） 問題点を生む原因：関税、日本の非関税（化学、自動車、医療機器、加工食品、

輸送機器、通信、金融が最も影響を受けている）、欧州の非関税（医薬のらべリ

ング、医療機器の登録、バイの協議の不足、事不十分ン亜規制協力、基準、鉄

道を含む調達での障壁） 
（４） EU の政策的介入の必要性 
 

３． 目的 
（１） 一般的な目的：バイの関係の発展 
（２） EU の実質的な目的 

① 関税撤廃、非関税障壁の撤廃、差異の解消 
② 主要ｻｰﾋﾞｽｾｸﾀｰの開放、平等な競争条件の実現 
③ 透明性の向上 
④ 投資保護 
⑤ 競争法の強化 
⑥ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化 
⑦ 調達市場の開放 

（３） 日本の実質的な目的 
① 関税撤廃 
② ｻｰﾋﾞｽ、原産地規則、基準策定への参加、相互承認、規制調和など 

（４）既存の EU 政策との一貫性 
 
４． 政策オプション 

（１） ｵﾌﾟｼｮﾝ A；ベースラインシナリオ＝政策変更なし 
（２） セクター別合意の拡大の分析 
（３） ｵﾌﾟｼｮﾝ B：日 EU の FTA 

保守的か野心的か＝日本側非関税撤廃のレベルが 20%か 50%か 
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対称的か非対称的＝EU も日本と同じレベルの撤廃か日本の 3 分の１か 
によって４つのケースに分類。 
 

５． インパクト分析(Copenhagen Economics) 
（１）全般及びセクター別 

                                                           変化率（％）   
            保守的       野心的 

非対称的 対称的  非対称的 対称的      
GDP 拡大    EU   0.34       0.75      0.79       1.88 
          日本   0.27       0.27      0.67       0.67 

     輸出 全産業 EU 対世界 1.2        2.7       2.8        6.7 
                     EU 対日  22.6       23.7      32.7        n.a.   
           日本対 EU 17.1      18.0       23.5        n.a 
.      加工食品 E→日  182.6               202.2 
           日→E     36.7                45.8 
       化学  E→日     21.9                51..8 
           日→E      9.7                 3.4 
      自動車  E→日      8.2                18.1 
           日→E     24.6                28.2 

その他輸送機器 E→日 20.6                47.3 
       日→E   31.1                50.4 

         自動車については、ベースラインと比較で自動車のアウトプットは減少するもの

のﾍﾞｰｽﾗｲﾝとの差は 0.6-0.9%、雇用も 0.1-0.4%の減少にとどまる。 
 
  （２）環境効果；CO2 排出増大効果はほぼゼロ 

（３）社会的影響：双方とも厚生は増大（EU で 0.3-1.8%）、分野別では電子機器の雇

用が最大で 7%増大（EU） 
（４）人権への影響はなし。単純化と行政コストの減少は双方にメリット。 

 
６． 政策オプションの比較 
 オプション A では実質的も区的を達成できず、オプション B は GDP、雇用、賃金、競争

力などの面で効果。  
 
７． モニタリングと評価 

２９の指標を目的に沿って提示。 
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